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計画策定の趣旨等 
 

１ 計画策定の趣旨 
 

   宮崎県では、平成 23 年(2011 年)に宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラ

ン」を策定し、人口減少問題への対応を中心に持続可能な活力ある宮崎県づく

りに取り組んできました。 

   その結果、大型企業の誘致やフードビジネス1などの成長産業の育成をはじめ、

移住世帯の増加、さらには、課題であった高校生の県内就職率の改善が図られ

るなど、全体として一定の成果が出ている一方で、将来を支える人材の確保や

暮らしに必要なサービスの維持など、引き続き取り組むべき大きな課題を抱え

ています。 

   また、計画策定から 10 年以上が経過し、この間、少子高齢・人口減少の更な

る進行に加え、コロナ禍を契機としたデジタル化や気候変動問題の解決に向け

た世界的な脱炭素2化の動きなど、10 年前の予想を超えるスピードで社会が大

きく変化しつつあります。 

   このような状況を踏まえ、将来人口の見通しをはじめ、これから先、本県が

直面する様々な課題や今後の方向性を改めて整理し、令和 22 年(2040 年)を展

望した「長期ビジョン」と、今後４年間の実行計画となる「アクションプラン」

を策定しました。 

 

２ 計画の役割 
 

この計画は、人口減少など社会変化の大きな流れを予測し、将来世代を含め

て、県民が安心と希望を持って暮らし続けることのできる「ありたい未来社会」

（理想の将来像）を提示するとともに、その実現に向けて解決すべき課題やそ

の対応策など、これから進むべき道筋を示す「県民共有の指針」となるものです。 

なお、この計画は、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年(2014 年)法律第

136 号）に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略としても位置付け

ています。 

 

３ 計画の構成と期間 
 

   この計画は、「長期ビジョン」と「アクションプラン」で構成されます。 

長期ビジョンは、本県が目指す令和 22 年(2040 年)の将来像と今後解決すべ

き課題や今後の方向性を示しています。 

   アクションプランは、長期ビジョンやデジタル田園都市国家構想3等を踏まえ

ながら、コロナ禍・物価高騰等への対応や人口減少対策、防災・減災、ゼロカ

 
1 フードビジネス：食関連産業。農林水産業を中心に、研究開発、資材供給から加工・流通・観光・医療

等に至るまでの食関連部門を縫合した産業分野。 
2 脱炭素：二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を実質的にゼロにしようという取組。 
3 デジタル田園都市国家構想：デジタル技術の活用により、地域の個性を生かしながら社会課題の解

決などを図り、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指す概念。 
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ーボン社会1づくりといった本県が直面する喫緊の課題に対して、令和５年度

(2023 年度)から８年度(2026 年度)までの４年間2に重点的・優先的に取り組む

施策を、５つの重点プログラムに整理しています。 

   このほか、分野ごとに着実に推進する必要がある施策については、部門別計

画や毎年度の予算の中で具体的な施策展開を図っていきます。 

 

４ 計画の着実な推進 
 

   人口減少の進行をはじめ、先端技術の進展や国際情勢、さらには、地方行政

を取り巻く環境の変化など、現時点では予想できない要因により、将来の見通

しを見直していく必要が生じることが考えられるため、長期ビジョンについて

は必要に応じて見直しを行います。 

   アクションプランについては、毎年度、取組内容や目標の達成状況等につい

て、県総合計画審議会（県地方創生推進懇話会）による評価・検証等を行いな

がら、次年度以降の施策展開に生かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ゼロカーボン社会：温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す社会。脱炭素、カーボンニュートラル、ゼロ

カーボンは同じことを意味する。 
2 次のアクションプランが策定されるまでの間は、本プランに基づく施策を継続することとします。 
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長期ビジョン編 
 

（令和４年９月策定） 
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第１章 時代の潮流と宮崎県 
 

【潮流１】人口減少・超高齢化の進行 
 

   我が国では、人口減少・少子高齢化が進行しており、国の推計によると、総

人口は平成 20 年(2008 年)の 1 億 2,808 万人をピークに減少局面に転じ、令和

32 年(2050 年)には約１億人程度まで減少する見通しとなっています。 

   また、年少人口(０～14 歳)と生産年齢人口(15～64 歳)は、平成 27 年(2015

年)から令和 32 年(2050 年)にかけて、合わせて約 3,000 万人減少する一方で、

高齢人口(65 歳以上)は約 450 万人増加し、全人口の約４割近くが高齢人口とな

ると予測されています。 

 

日本の年齢構成別人口の将来推計 

（出典：国土交通省「国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料」） 

（R32） （R22） （R12） （R2） （H22） （H12） （H2） （S55） （S45） （S35） （S25） 

（出典：国土交通省「国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料」） 
（R82） （H12） （M33） 

（R32） 
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   全国の平均寿命は、令和 32 年(2050 年)には男性が 84.02 歳、女性が 90.40

歳となり、平成 30 年(2018 年)と比べて男女とも３歳程度の延伸が見込まれ、

「人生 100 年時代」が現実のものになりつつあります。 

   また、国における社会保障費の将来推計では、平成 30 年度(2018 年度)の

121.3 兆円から令和 22 年度(2040 年度)には約 190 兆円にまで達し、中でも医

療費・介護費が急激に増加する見通しとなっています。 

   このように、人口構造の変化や人生 100 年時代の到来により、今後、教育や

雇用、社会保障などのあり方も大きく変化していくことが予想されます。 

（出典：国土交通省「国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料」） 

（R32） （R22） （R12） （R2） （H22） （H12） （H2） 

（出典：内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040 年を見据えた社会保障の将来見通し」） 

日本の社会保障に係る費用の将来推計 

（R22 年度） （R7 年度） （H30 年度） 
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≪宮崎県の状況≫ 
    

   宮崎県の人口は、平成７年(1995 年)の約 117 万６千人をピークに減少が続

き、令和２年(2020 年)国勢調査における県人口は約 107 万人と、前回調査(平

成 27 年(2015 年)国勢調査)から約３万４千人減少しています。 

 

   自然動態1を見ると、令和２年(2020 年)の合計特殊出生率2は 1.65(全国第２

位)と全国的には高い水準を維持していますが、平成 15 年(2003 年)以降、死亡

数が出生数を上回り、自然減の状態が続いています。また、若者・女性の減少

や未婚化・晩婚化等により、出生数は年々減少しています。 

 
1 自然動態：出生・死亡に伴う人口の動き。「出生数－死亡数」により求められ、出生数が死亡数より多

い場合は「自然増」、死亡数が出生数より多い場合は「自然減」という。 
2 合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生

の間に何人の子どもを生むかを推計したもの。 

（出典：総務省統計局「国勢調査」より作成） 

(2020) (2015) (2010) (2005) (2000) (1995) (1990) (1980) (1970) (1960) (1950) 

（出典：厚生労働省「人口動態統計」より作成） 
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   社会動態1を見ると、進学や就業期に当たる 15～24 歳の若年層の県外流出が

大きく、全体として社会減の状態にあり、平成 15 年(2003 年)に自然動態が自

然減に転換して以降、自然減と社会減が同時に進行しています。 

 
1 社会動態：転入・転出に伴う人口の動き。「転入数－転出数」により求められ、転入数が転出数より多

い場合は「社会増」、転出数が転入数より多い場合は「社会減」という。 

（出典：厚生労働省「人口動態調査」より作成） 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」） 

（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」より作成） 
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   本県の将来人口は、今後も現状の傾向が続いた場合、約 20 年後の令和 22 年

(2040 年)には 87.2 万人となり、生産年齢人口の減少がさらに進行し、高齢化

率1は 38.1％となる見通しです。 

   さらに、約 50 年後の令和 52 年(2070 年)には、県人口は 60 万人を下回り、

高齢化率も 37.8％と高い水準で推移することが予想されます。 

 

 

 

 

 
1 高齢化率：総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合。 

宮崎県の若年層における人口移動の現状（H29 年(2017 年)～R3 年(2021 年)の平均） 

（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」より作成） 

(人) 

（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」、厚生労働省「人口動態調査」より作成） 
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(出典：2020 年（R2 年）までは総務省統計局「国勢調査」、2030 年（R12 年）以降は宮崎県独自推計により作成) 

宮崎県の長期的な人口推計 

(万人) 

(R82) (R62) (R42) (R22) (R2) (H12) (S55) 

宮崎県の人口構成の変化予測（2020 年（R2 年）、2070 年（R52 年）） 

（出典：2020 年（R2 年）は総務省統計局「国勢調査」、2070 年（R52 年）は宮崎県独自推計により作成） 
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   また、就業人口は、令和２年(2020 年)時点では 54 万２千人ですが、今後、

労働力率1や失業率2が現在と同じ水準で推移すると仮定した場合には、約 20 年

後の令和 22 年(2040 年)は 41 万３千人(23.8％減)になる見通しです。 

   産業別に見ると、基幹産業3である農林水産業は今後 20 年間で２万７千人

(48.2％)減少する一方で、医療・福祉分野は３千人(3.1％)の増加が見込まれて

います。 

 

 

さらに、産業別就業者１人当たりの生産額が現在の水準を維持すると仮定し

て、この年齢構成と就業人口の変化を基に県内総生産額と１人当たり県民所得 4

を推計すると、総生産額は令和 22 年(2040 年)には平成 30 年(2018 年)から約

８千 400 億円減少し、１人当たり県民所得も同じく約９万円減少すると見込ま

れます。 

 

 
1 労働力率：15 歳以上の人口に占める労働力人口（就業者及び完全失業者）の割合。 
2 失業率：労働力人口に占める完全失業者の割合。 
3 基幹産業：経済活動の中心基盤となる産業。 
4 県民所得：給料や退職金などにあたる雇用者報酬、利子や賃貸料などの財産所得、会社や自営業

の営業利益にあたる企業所得からなり、県民個人の所得（給与）だけではなく企業の利潤なども含んだ

県民経済全体の所得を表す。 

（出典：総務省統計局「国勢調査」を基に宮崎県独自推計により作成） 

宮崎県の就業人口推計（R2 年(2020 年)、R12 年(2030 年)、R22 年(2040 年)） 

R2(2020)年 R12(2030)年 R22(2040)年
宮崎県 農林水産業 5.6 4.2 2.9

単位：万人 鉱業・建設業 4.5 3.2 2.1
製造業    6.6 6.0 5.6
電気・ガス・熱供給・水道業 0.2 0.2 0.2
情報通信業    0.7 0.4 0.2
運輸業    2.1 2.1 2.2
卸売・小売業    8.9 7.2 5.9
金融・保険業・不動産業 1.4 1.3 1.2
飲食店，宿泊業    2.6 2.3 2.1
医療，福祉 9.6 9.8 9.9
教育，学習支援業 2.6 2.4 2.2
その他 9.6 8.0 6.9

計 54.2 47.1 41.3

ゼロ成長・労働参加現状
シナリオ
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≪将来に向けた課題≫ 
 

   出生率の向上や若者の県内定着に向けた対策を講じなければ、生産年齢人口

はますます減少し、地域経済の縮小につながるとともに、地域の祭り・伝統文

化の継承や地域の見守り、防災・防犯などあらゆる面における担い手不足も懸

念されます。 

   特に中山間地域1においては、地域交通や学校、医療、商店といった日常生活

に必要なサービスや機能の維持が困難になり、集落から人口が流出し、宮崎市

など都市部への人口集中がさらに進んでいくことが想定されます。 

 
1 中山間地域：一般的には、山間地及びその周辺の地域、その他の地勢等の地理的条件が悪く、生産・
経済的条件が不利な地域を指す。本県では、宮崎県中山間地域振興条例（平成 23年条例第20号）に
おいて、地域振興５法（過疎法、離島振興法、山村振興法、半島振興法、特定農山村法）による指定地域、
農林水産省が定める農業地域類型の中間・山間農業地域を中山間地域と定義している。 

県内総生産における将来推計（R12 年(2030 年)、R22 年(2040 年)） 

(出典：H30 年(2018 年)までは宮崎県統計調査課「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」、R12 年(2030 年)及び

R22 年(2040 年)は宮崎県独自推計により作成） 

１人当たり県民所得における将来推計（R12 年(2030 年)、R22 年(2040 年)） 
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高齢化に伴う医療費や介護費といった社会保障費の増加や税収減による財政

の硬直化1が進み、山積する行政課題への対応が困難になることも考えられます。 

このように、少子化対策や若者・女性に選ばれる地域づくり等に引き続き取

り組みながらも、人口減少・少子高齢化が当面続くことを前提とした社会のあ

り方を考え、それに応じた施策を展開しながら、暮らしに必要なサービスや産

業の維持・活性化を図っていくことが必要です。 

 

 
1 財政の硬直化：予算の内容が経費によって大半を占められ、新たな政策に回す財源が確保困難に
なるような状況を指す。 

（出典：総務省統計局「国勢調査」を基に宮崎県独自推計により作成） 

宮崎県における超長期的な人口分布の変化予測（R2 年（2020 年)→R82 年（2100 年)） 

(出典：R2 年(2020 年)は総務省統計局「国勢調査」、R22 年(2040 年)及び R52 年(2070 年)は宮崎県独自 
推計により作成） 

注：市町村人口/県人口で、各市町村の県内における人口割合の程度を計算したもの 
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【潮流２】気候変動・自然の脅威 
 

   我が国は、世界でも有数の災害が発生しやすい国であり、毎年、地震や台風、

集中豪雨による洪水、土砂災害、そして火山噴火など、各地で多くの災害が発

生しています。 

   日本の年平均気温は、100 年あたり 1.28℃のペースで上昇しており、世界の

気温上昇（100年あたり0.73℃）よりも早いスピードで温暖化が進んでいます。 

   また、日本の大雨の発生頻度は増加傾向にあることに加え、今後も雨の降り

方が極端になる(線状降水帯1の発生など)傾向が続くと予測され、風水害の激甚

化・頻発化が懸念されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 線状降水帯：次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列をなし、組織化した積乱雲群によって、数時
間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ 50～300km 程
度、幅 20～50km 程度の強い降水を伴う雨域。 

（出典：気象庁） 

（出典：気象庁） 

(R12) (H22) (H2) (S45) (S25) (S5) (M43) (M23) 

(R12) (H22) (H2) (S45) (S25) (S5) (M43) (M23) 
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   世界各地において、温暖化が一因とされる異常気象が観測される中、平成 27

年(2015 年)12 月に開催されたＣＯＰ211において「パリ協定2」が採択されて以

降、温室効果ガス3の削減等を積極的に取り組む「脱炭素化」の動きが国内外で

活発化しています。 

我が国でも、令和２年(2020 年)10 月に「2050 年までに温室効果ガスの排出

を全体としてゼロにするカーボンニュートラル4、脱炭素社会の実現を目指す」

と宣言し、令和３年(2021 年)５月には、2050 年カーボンニュートラルを基本理

念として規定する改正地球温暖化対策推進法が成立しました。 

さらに、「地域脱炭素ロードマップ」をはじめ、「みどりの食料システム戦略 5 」

等が策定されるなど、各省庁が次々と政策を打ち出しています。 

今後、省エネ対策や再生可能エネルギーの利用拡大、水素の利活用など、環

境に配慮した脱炭素社会への転換に向けた取組がますます重要になります。 

また、令和元年（2019 年）に中国で初めて確認された新型コロナウイルス感

染症は、瞬く間に世界中に広がり、変異株が相次いで確認されるなど感染が長

期化し、日常生活・社会経済に多大な影響をもたらしています。今後、温暖化

の進行に伴う生態系の変化等により、これまで日本で確認されていなかった感

染症の拡大や新たな感染症の発生も懸念されます。 

 

 

 

 
1 ＣＯＰ21：Conference of Parties 21（国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議）の略で、フラン
ス・パリにおいて開催され、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、
パリ協定が採択された。 
2 パリ協定：京都議定書に代わる 2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組
み。先進国・途上国関係なく、すべての国で共通する目標であり、地球温暖化対策における基本となる
方針となっている。 
3 温室効果ガス：地球を暖める温室効果の性質を持つ気体。対象とされているガスは二酸化炭素、メ
タン、一酸化二窒素、代替フロン等４ガス（HFCs、PFCs、SF6、NF3）の７種類。 
4 カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引き、実質的にゼロ
にすること。 
5 みどりの食料システム戦略：食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現
させるため、中長期的な観点から戦略的に取り組む国の政策方針。2050 年までに目指す姿や戦略的な
取組方向が示されている。 

（出典：気象庁） 
(R2) (H22) (H12) (H2) (S55) 
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≪宮崎県の状況≫ 
    

 本県は、年間を通して温暖な気候に

恵まれていますが、風水害や土砂災害、

地震災害、火山災害等の自然災害の影

響を受けやすい地理的条件等を有して

います。特に、台風は、ほぼ毎年のよう

に接近・通過しており、令和２年(2020

年)の台風第 10 号では、椎葉村で大規

模な土砂災害が発生し、死者・行方不明

者４名を含む甚大な被害が生じまし

た。 

また、南海トラフ地震1は今後 30 年以

内に 70～80％程度の確率で発生すると

され、本県において最大で約１万５千

人もの人的被害（死者数）が想定されて

います。 

その一方で、高度経済成長期以降に集

中的に整備された公共施設等の老朽化

も懸念されます。 

 

 
1 南海トラフ地震：静岡県の駿河湾から日向灘まで延びる南海トラフと呼ばれる海溝で発生する地震
で、科学的には最大クラス（Ｍ９クラス）の巨大地震も想定されている。 

（出典：宮崎県「宮崎県地震・津波及び被害の想定について」） 

津波高の最大値 津波到達時間の最短値
17ｍ 14分

（串間市） （日南市）

南海トラフ巨大地震の津波の想定

（出典：宮崎県環境森林課） 
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世界的に気候変動への関心が高まる中、本県も、令和３年(2021 年)３月に

2050 年までに「温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す」ことを表明し、省エネ

ルギーの推進や再生可能エネルギーの導入拡大などの取組を進めています。 

   中でも、県内の再生可能エネルギー発電導入量は令和３年度（2021 年度）で

約 270 万ｋW と、年々伸び続けており、特に恵まれた日照環境を生かした太陽

光発電設備がこの約 56％を占めています。また、これらの再生可能エネルギー

による令和２年度（2020 年度）の発電実績（441 万ｋWh）は、県内の電力需要

量（682 万ｋWh）に対して、約 65％に相当する量になっています。 

 

 

 

主な建物系施設の老朽化の状況 

老朽化の進行（20 年後には築後 30 年を経過する建物がほとんどを占める） 

（出典：宮崎県「宮崎県公共施設等総合管理計画」【概要版】） 

主なインフラ施設の老朽化の状況 

老朽化の進行（20 年後には築後 50 年以上経過の割合が多くの施設で増加） 
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≪将来に向けた課題≫ 
    

   自然災害や感染症の発生リスクが高まる一因とされる温暖化への対策とし

て、県土の約 76％を占める広大な森林や全国トップクラスの恵まれた日照環境

といった本県の強みを生かしたゼロカーボン社会づくりを積極的に進めてい

く必要があります。 

   将来的な温暖化の進行は、農作物の栽培体系や生態系が変化し、本県の基幹

産業である農林水産業に大きな影響を与える可能性があります。 

   また、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化することで想像を超える被害が

発生し、県民生活や企業活動に甚大な影響を及ぼすことが懸念されるため、大

規模自然災害は起こりうるものとして常に意識し、対策を強化するとともに、

自助・共助・公助1が適切に連携し、迅速な復旧復興が図られる社会を構築して

いくことが求められます。 

   加えて、急速な老朽化が懸念される公共施設等の統廃合・長寿命化等により、

コストを抑えつつ計画的に更新・維持していくことも重要です。 

   さらには、未知のウイルス等による新たな感染症への備えとして、新型コロ

ナウイルス感染症への対応から得た教訓を生かし、今後、感染症の流行で発生

しうる不測の事態や新たな変化にも対応できる感染症に強い県づくりが求め

られます。 

   これらの気候変動等の影響や課題に対し、被害の回避や軽減対策に取り組む

ことが重要となります。 

 

 

 

 

 

 
1 自助・共助・公助：自助とは自分の安全は自分で守ること。共助とは地域住民同士で助け合うこと。公
助とは国や地方公共団体が行う救助・援助・支援のこと。 

（出典：宮崎県環境森林課調べ） 
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（出典：宮崎県環境森林課） 

(R32) 

(R32) 
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【潮流３】価値観や行動の変化 
 

   近年、地方移住への関心が若年層でも高まりを見せている中、コロナ禍にお

いて、これまで効率性・利便性の追求から生じてきた東京一極集中に変化の兆

しが生まれています。東京都では、令和２年(2020 年)５月以降ほとんどの月に

おいて転出超過となるなど、人口密集による感染リスクの高い都市部を敬遠す

る行動が見られます。 

 

   また、デジタル技術の進展も加わり、テレワーク1やワーケーション2、二地

域居住等3といった場所や時間にとらわれない新しい働き方も広がっています。 

 
1 テレワーク：ICT を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方。 
2 ワーケーション：「Work（仕事）」と「Vacation（休暇）」の造語。休暇中でも仕事ができる環境を整備し
て、働いた時間を勤務時間に組み入れる考え方。 
3 二地域居住等：主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点（ホテル等を含む。）をもうける暮らし
方のことであり、三地域以上の居住形態も含まれる。 

（出典：国土交通省「空き家等の活用を通じた二地域居住の推進」） 

Ｑ.あなたは新型コロナウイルスの感染拡大で

地方暮らしへの関心が高まりましたか？（n=604） 

Ｑ.あなたの望む地方暮らしのスタイルは

何ですか？（n=604） 

（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」より作成） 
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   若者の働き方に関する価値観も変化しており、これまでのような給与水準よ

りもワークライフバランス1を重視する傾向にあります。また、転職に対する抵

抗感も従来より低くなってきています。 

 

 

   ＳＤＧｓ2が世界共通の目標として認識され、持続可能性を重視する価値観や

ライフスタイルへの転換が進みつつあります。 

 

 
1 ワークライフバランス：働く人が仕事と仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方・
生き方。 
2 ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略で、2030 年までに持続可能
でよりよい世界を目指す国際目標。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残
さない」ことを誓っている。 

（出典：認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター「2021 年度年次報告書」） 

（出典：アデコグループジャパン「平成元年と平成 30 年の

新卒社会人各 1,000 人を対象にした仕事観に関する

調査」） 
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   こうした動きに加え、商品そのものに価値を見出していた「モノ消費」から、

体験することに価値を見出す「コト消費」へ変化し、さらに、平成 22 年(2010

年)頃から、その瞬間にその場所にいる人でしか味わえないことに価値を見出

す「トキ消費」という消費傾向も見られはじめました。 

 

 

 

   これまで地域生活圏1の範囲として

は、百貨店や総合病院といった都市的

機能をフルセットで維持・提供するこ

とを前提に、それを可能とする「人口 30

万人前後、時間距離で１時間前後のま

とまり」を目安として考えられていま

したが、令和３年(2021 年)６月に国が

公表した「国土の長期展望」では、デジ

タル技術の活用等により、今後は「人口

10 万人前後、時間距離で１～1.5 時間

前後のまとまり」で必要な都市機能を提供する可能性が示されています。 

   このように、デジタル社会の到来により、地方の地理的条件の不利が軽減さ

れる可能性が高まっており、地方においては、価値観や行動の変化と併せて、

歴史や文化、自然環境などを生かした個性あるくらしの維持・形成につながる

ことが期待されます。 

 

 

 
1 地域生活圏：住民が医療・地域交通・買い物等の日常生活、生活のための所得の確保、文化的な生
活に必要な機能を享受するために必要な空間的範囲（国の定義）。 

（出典：国土交通省「国土の長期展望最終とりまとめ」） 

（出典：博報堂生活総合研究所「消費に関する生活者調査」）  

※「オフライン、オンラインに問わず、その時・その場でしか体験できないイベントやサービスが話題になっていたり、 

注目を集めている」という質問に対して「そう思う」、「ややそう思う」と回答した割合 

トキ消費の実感度 

（H29） （H30） （R1） （R2） 
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≪宮崎県の状況≫ 
 

   本県は、温暖な気候や恵まれた自然をはじめ、豊かな食材、充実したスポー

ツ環境、温かい人柄など全国に誇れる地域資源にあふれています。 

   移住相談やこうした優れた条件を生かし、

様々な支援金、空き家活用対策の強化による移

住者受入環境の整備、「サーフィン」や「農業」

といった本県ならではの魅力発信など、移住・

ＵＩＪターン1促進施策を展開してきました。 

   その結果、子育てのために空気がきれいで自

然豊かな土地を探し求めたり、サーフィンをき

っかけに移住が進むなど、本県への移住相談や

移住件数は増加傾向にあります。 

 

 

   一方、県外へ転出する割合は減少傾向にあり、令和３年(2021 年)は直近 10

年間で最も低い数値となっています。高校生の県内就職率も上昇傾向にありま

すが、全国的にはまだ低い位置にとどまっています。 

 

 

 

 

 
1 ＵＩＪターン：Ｕターンはふるさとを出て都市圏等へ就職・就学していた人がふるさとへ帰り就職するこ

と。I ターンは都市圏出身者が地方へ就職すること。J ターンは、大都市に就学・就職していた人がふるさ

との近くの都市で就職すること。 

（出典：宮崎県中山間・地域政策課調べ）  

※移住世帯数：県及び市町村が移住施策により把握した移住世帯数 
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≪将来に向けた課題≫ 
 

   コロナ禍で強まった地方回帰1の流れは、地方にとって人を呼び込み地域を活

性化させる好機ですが、本県の魅力である豊かな自然環境や食文化は多くの地

方圏の自治体でも「強み」として認識されているため、さらに人を呼び込むた

めには、他自治体との差別化を図りながら、しっかりと本県の魅力を発信して

いくことが求められます。 

   また、この流れは、新型コロナウイルス感染症収束後も継続するのか不透明

ですが、数ある地方の中から本県が選ばれ、移住者が地域に定着できるよう支

援していくことが必要です。 

   さらに、将来にわたって持続可能な社会を築いていくためにも、本県の自然

環境や産業構造を生かしながら、ＳＤＧｓの考え方を重視したライフスタイル

や経済活動への転換を促していくことも重要となります。 

 

 
1 地方回帰：地方への人口の移動やその志向。 

（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」及び宮崎県統計調査課「宮崎県の推計人口と

世帯数」より作成） 

（出典：文部科学省「学校基本調査」より作成） 
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【潮流４】デジタル化・先端技術の進展 
 

   国は、デジタル社会の目指すビジョンとして「デジタルの活用により、一人

ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる

社会」を掲げており、人生 100 年時代のあらゆるライフステージにおいて、我

が国の未来を支える子どもたち一人ひとりへの最適な教育の提供、人を惹き付

ける魅力的な仕事の創出、生涯を通じたゆとりと安心のある暮らしの実現など、

国民一人ひとりが、デジタル技術の恩恵によってそれぞれのライフスタイルや

ニーズに合った心ゆたかな暮らしを営むことができるようなデジタル化を目

指しています。 

   国の科学技術予測調査によると、令和 16 年(2034 年)には場所の限定なくシ

ステムが全てを操作するレベル５の自動運転1や、同じく令和 16 年(2034 年)に

発話ができない人などが言語表現を理解したり、自分の意思を言語にして表現

したりすることを可能にするポータブル会話装置2などの技術が社会的に実現

していると予測されています。 

 

 

 
1 レベル５の自動運転：31 ページ参照。 
2 ポータブル会話装置：発話ができない人や動物が、言語表現を理解したり自分の意思を言語にして
表現したりすることができる装置。 

（出典：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和３年 12 月 24 日）」） 

公共交通：「クルマヒコーキ」 障害者：「あらゆる翻訳」 

（出典：総務省 IoT 新時代の未来づくり検討委員会「未来をつかむ TECH 戦略」（平成 30 年８月）） 
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   コロナ禍によって、我が国の行政サービスや民間におけるデジタル化の遅れ

が浮き彫りとなり、今後、政府主導のもと、行政や社会全体のデジタル化がさ

らに加速していくことが予想されます。 

   特に、コロナ禍でテレワーク等の時間や場所にとらわれない柔軟な働き方が

急速に普及し、効率性の追求だけでなく、多様な価値観や人の行動を支える基

盤としても、デジタル改革の重要性は高まっています。 

   今後、これらの先端技術やデータの活用によって、社会全体のデジタルトラ

ンスフォーメーション1(ＤＸ)が進むことで、少子高齢・人口減少に伴う労働力

不足の解消をはじめ、地域交通、医療・福祉、教育の確保などといった地域課

題の解決につながることが期待されます。 

   また、併せて、ＤＸの推進を担うデジタル人材に対する需要が増加すると見

込まれます。 

  

 ＡＩ2やロボット等の技術の進化に伴い、ルーティン3的な業務等は先端技術

に置き換わっていくと予想され、今後の労働力不足の解消につながることが期

待されます。 

 
1 デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）：Digital transformation の trans を「X」とした略。ICT の浸透

が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。単に ICT を活用して企業のビジネスを改

善する取組ではなく、組織やビジネスモデル自体の変革という非連続的な進化を求めるもの。 
2 ＡＩ：人工知能（Artificial Intelligence）の略称。人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機

能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術。 
3 ルーティン：習慣的・定型的な手続きや仕事。日課。 

（出典：経済産業省「ＩＴ人材需給に関する調査（平成 31 年 4 月）」） 

ＩＴ人材の需給推計 

（R12） 
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   加えて、デジタル化の進展は、暮らしの利便性を高める一方で、デジタル格

差1の発生・拡大やメタバース2（仮想空間）への依存等によるリアルな人間関

係の希薄化につながるなどの指摘もあります。 

 

 

 

 
1 デジタル格差（情報格差）：インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できな
い者との間に生じる格差。 
2 メタバース：インターネット上に構成される３次元の世界で、アバターと呼ばれる自分の分身を介して
世界に入り、自由に活動できる仮想空間サービス。 

利用者意識の変化に関する調査研究アンケート 

（出典：総務省「令和３年版情報通信白書」） 

ＡＩの進展等による就業者の増減 

（出典：厚生労働省「平成 29 年版労働経済の分析」） 
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≪宮崎県の状況≫ 
    

   本県においても、国全体のデジタル化の流れを本県がさらに飛躍するための

好機として捉え、現在、農林水産業のスマート化1をはじめ、介護ロボットの導

入、中山間地域におけるドローン配送など、産業や教育、医療・福祉、行政な

ど様々な分野での実証実験や実装化を積極的に進めています。 

 

 

   しかしながら、本県では、これまでケーブルテレビや携帯電話、光ファイバ2

等のブロードバンド3環境の整備を推進し、県内の情報通信環境は大きく改善し

たものの、中山間地域の一部では、地理的な制約や採算上の理由から民間事業

者による整備が進んでいない地域が残されています。 

   県内の光ファイバの世帯カバー率は、令和２年(2020年)３月末現在で93.8％

となっていますが、全国平均 99.1％と比べて低く、情報通信基盤の整備が遅れ

ています。 

 
1 スマート化：ロボット技術や ICT を活用して省力化・高品質生産を実現すること。 
2 光ファイバ：通信に使用されるケーブルの一種で、データを光信号に変換して伝送するケーブル。 
3 ブロードバンド：ブロードバンドネットワークの略で、高速で大容量の情報が送受信できる通信網。 

ドローン・地上レーザスキャナ等による森林レーザ計測 ロボットトラクター 

（出典：総務省「令和３年版情報通信白書」） 

令和２年（2020 年）３月末の光ファイバの整備状況（推計） 
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   また、国によると、全国のＩＴ技術者のうち約 58％が東京圏に集中しており、

地方におけるＩＴ技術者等の人的資本が少なく、スマートフォンやタブレット

型端末などの情報通信機器の世帯保有率も、本県は他県に比べると低い状況と

なっています。 

（出典：内閣官房「デジタル田園都市国家構想実現会議（第３回）資料」） 

情報通信機器世帯保有率 

（出典：総務省「令和２年通信利用動向調査」より作成） 

01北海道 84.3 38.7 69.5
02青森県 81.7 33.9 59.1
03岩手県 80.9 34.5 58.9
04宮城県 85.4 29.5 61.3
05秋田県 77.1 24.9 54
06山形県 84.6 34.2 66.3
07福島県 80.6 29.2 56.7
08茨城県 84.9 38.5 65.6
09栃木県 86.1 37.8 65.4
10群馬県 90.9 43.9 72.2
11埼玉県 91.2 41 73.5
12千葉県 86.2 36.3 72.7
13東京都 93 44.3 79.4
14神奈川県 87.3 47.2 73.1
15新潟県 83.6 36.3 60.2
16富山県 91.8 45.4 85.1
17石川県 90.1 42 81.1
18福井県 83.9 38.8 73.1
19山梨県 91.7 44.6 79.2
20長野県 85.1 38.9 73.4
21岐阜県 88.2 39.4 69.2
22静岡県 85.7 37.5 72.9
23愛知県 89.7 44 73
24三重県 86.5 38.1 74.2

スマートフォン タブレット型端末 パソコン

25滋賀県 85.9 34.4 76.7
26京都府 85.5 40.2 74.9
27大阪府 87.8 31.8 71.2
28兵庫県 86.9 33.4 69.6
29奈良県 83.4 35.7 62.7
30和歌山県 79.2 31.5 61.4
31鳥取県 80.9 36.1 66.2
32島根県 82.4 36.2 62.4
33岡山県 82.2 35.3 67.9
34広島県 85.6 35.9 64.2
35山口県 80.4 35.9 70.1
36徳島県 80.5 33.9 66.8
37香川県 86.3 39.3 75.4
38愛媛県 78 31.5 60.2
39高知県 77.8 28.4 59.8
40福岡県 89.1 44 66.1
41佐賀県 84.6 36.3 66.1
42長崎県 77.1 35.2 57
43熊本県 83.1 35.6 56.9
44大分県 79.6 35 61.4
45宮崎県 81.3 31.7 59.1
46鹿児島県 77.3 30.9 56.7
47沖縄県 83.4 35.9 55.1

スマートフォン タブレット型端末 パソコン
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≪将来に向けた課題≫ 
 

   人口減少が急激に進む中山間地域を多く抱える本県においては、地域交通・

物流の新たな手段として期待される自動運転技術1など、急速に進む技術革新を

くらしの利便性の維持・向上に積極的に活用していくことが求められます。 

   産業分野においても、これらの技術を生かして、農林水産業の更なるスマー

ト化や新ビジネスの創出など、生産性向上や競争力強化につなげていくことが

重要です。 

   また、ＡＩ等の先端技術やデータ活用を生活や経済活動に実装していくため

には、これらの技術を開発・運用できる人材の育成はもとより、県民や事業者

等がそれらの技術を理解し、柔軟かつ効果的に活用するための能力を高めてい

くことが重要です。 

   そして、こうした取組を進めていく上で、地域間格差を生まないためにも、

５Ｇ2をはじめ、今後の beyond５Ｇ3など超高速な移動体無線通信4や低消費電力

で長距離の通信が可能なＬＰＷＡ5も含め、県全域の情報通信基盤の整備を早急

に進める必要があります。 

   デジタル化は手段であって目的ではないことや、私たちの活動のすべてがデ

ジタルで代替できるものではないことに十分留意しながら、誰もがデジタル化

の恩恵を実感できる持続可能な社会の実現が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 
1 自動運転技術：乗り物や移動体の操縦を人の手によらず、機械が自立的に行う技術。 
  レベル０：運転自動化なし。人が全ての運転を行う。 
  レベル１ ：運転支援。システムが縦方向又は横方向のいずれかの車両制御を行うが、運転は人が 

担う。 
       （例）自動ブレーキ、前の車に付いて走る、車線からはみ出さないなど 
  レベル２：部分運転自動化。システムが縦方向及び横方向両方の車両制御を行う。 
       （例）高速道路での自動運転モード機能 
  レベル３：条件付運転自動化。特定条件下においてシステムが全ての運転を行う。ただし、作動継 

続が困難な場合はシステムから手動運転への切り替えが必要になるため、常に運転可能 
な人物が乗っている必要がある。 

  レベル４：高度運転自動化。無人運行を前提とし、特定条件下において作動継続が困難な場合に 
おいてもシステムが全ての運転を行う。 

  レベル５：完全運転自動化。条件等の制限はなく、常にシステムが全ての運転を行う。 
2 ５Ｇ：５th Generation（第５世代移動通信システム）の略で、携帯電話などに用いられる次世代通信
規格の５世代目という意味。「高速大容量」「高信頼・低遅延通信」「多数同時接続」という３つの特徴を
持つＤＸ実現の基盤として注目されている。 
3 beyond５Ｇ：５Ｇの機能の高度化に加え、「超低消費電力」「超安全・信頼性」「自律性」「拡張性」とい
った持続可能で新たな価値の創造に資する機能を持つ５Ｇの次の世代の移動通信システムを指す。 
4 移動体無線通信：携帯電話など移動できる端末で行う通信の総称。 
5 ＬＰＷＡ：Low Power Wide Area（ロー・パワー・ワイド・エリア）の略で、低消費電力で長距離の通信が
できる無線通信技術の総称。 
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【潮流５】世界の中の日本・宮崎 
 

   世界の人口は、人口減少社会に突入した我が国と異なり、令和 22 年(2040 年)

には約 92 億人、令和 42 年(2060 年)には 100 億人を突破する勢いで増加し続

けています。 

 

   今後、人口増加や低所得国の経済発展に伴う消費の増加に加え、地球規模

の気候変動の影響等も相まって、水・食料・エネルギーなど私たちの生活に

不可欠な資源が世界的に不足するおそれがあります。 

また、培養肉1や植物由来の代替タンパク質2製品(代替肉)といったフードテ

ック3の進展のほか、再生可能エネルギーの拡大など食料・資源を取り巻く今後

の動向も注視していく必要があります。 

 
1 培養肉：家畜の肉の細胞を体外で組織培養することによって得られた肉。 
2 代替タンパク質：動物性タンパク質の代わりに植物性の原料やその他を使って作られたタンパク質。 
3 フードテック：最新の科学技術を食の分野で活用し、新たな食品や調理方法を生み出すこと。 

（出典：国際連合「World Population Prospects2022」） 

＜世界の年齢構成別人口の将来推計＞ 

(R82) (R62) (R42) (R22) (R2) (H12) (S55) 

（出典：農林水産省「2050 年における世界の食糧需給見通し」） 

＜世界全体の食料需要量の変化＞ 

（H22） （R32） 
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   世界では、自由貿易を基調として、ＦＴＡ1（自由貿易協定）やＥＰＡ2(経済

連携協定)を通じた経済連携の動きが広がる一方で、サプライチェーン3や基幹

インフラの脆弱性解消、研究開発強化等による技術・産業競争力の向上などと

いった経済安全保障の確保が課題となっています。 

   また、デジタル化の急速な進展を背景に、日米デジタル貿易協定4やＤＥＰＡ
5(デジタル経済連携協定)が締結されるなど、デジタル経済の広がりも見られ、

ＢｔｏＣ-ＥＣ6（消費者向け電子商取引）市場規模やＥＣ化率は、今後ますま

す拡大していく傾向にあります。日本のＥＣ市場規模も拡大傾向にあり、世界

第４位の規模となっています。 

 
1 ＦＴＡ：Free Trade Agreement の略で、特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁
等を削減・撤廃することを目的とする協定。 
2 ＥＰＡ：Economic Partnership Agreement の略で、自由貿易に加え、投資、人の移動、知的財産の
保護や競争政策におけるルールづくり、様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化
を目的とする協定。2021 年 1 月現在で 21 の協定が発効・署名済み。 
3 サプライチェーン：商品が生産されてから消費されるまでの一連の経済活動。 
（例）調達・生産・物流・販売・消費など 
4 日米デジタル貿易協定：令和元年 10 月にワシントンにて署名されたデジタル貿易に関する日本国と
アメリカ合衆国との間の協定。 
5 ＤＥＰＡ：Digital Economy Partnership Agreement の略で、チリ、ニュージーランド、シンガポールの３
カ国が締結した協定。国境を越えたモノやビジネスの取引における電子書籍の利用や個人情報、サイバ
ーセキュリティ、デジタル身分証明、フィンテック、人工知能、ビッグデータのやり取り、中小企業のためのイノ
ベーション、貿易、投資機会、デジタル格差の解消など、デジタル経済発展のための最新課題を盛り込ん
でいる。 
6 ＢｔｏＣ-ＥＣ：Business to Customer - Electronic Commerce（電子商取引）の略で、消費者を相
手にインターネット上でモノやサービスを売買すること全般を指す。 

（出典：資源エネルギー庁「エネルギー白書 2021」） 

＜世界のエネルギー消費量の推移＞ 
 

（R1） （H17） （S60） 
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   グローバル化の進展は、人の交流や経済の拡大につながるものの、同時に国

際的な地域間競争を激化させるだけでなく、原油価格の高騰や新型コロナウイ

ルス感染症の世界規模の感染拡大が日常生活や経済・観光面に大きな影響を与

えたように、様々な局面で直接、地域社会が影響を受ける時代となっています。 

   また、我が国における在留外国人1数は増加傾向にあり、令和 47 年(2065 年)

には、在留外国人に帰化人口2等を加えた「外国に由来する人口」は総人口の約

１割になるという見通しも示されています。 

 

 

 

 

 
1 在留外国人：90 日を超えて日本に滞在する外国人。 
2 帰化人口：外国国籍から日本国籍へ異動した人数。 

＜世界の BtoC-EC 市場規模（単位：兆 US ドル）＞  ＜国別 EC 市場規模（単位：億 US ドル）＞ 
 

（出典：経済産業省「令和２年度 電子商取引に関する市場調査」） 

（R6） （R4） （R2） 

＜BtoC-EC 市場規模の経年推移＞  ＜物販系分野の BtoC-EC 市場規模及び EC 化率の経年推移＞  

（出典：経済産業省「令和２年度 電子商取引に関する市場調査」） 

（R2） （R2） （H30） （H30） （H28） （H28） （H26） （H26） 
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≪宮崎県の状況≫ 
 

   本県は、宮崎牛や完熟マンゴーなど世界に誇るブランド農畜産物を有し、農

業産出額は全国第６位と、全国有数の食料供給基地として重要な役割を担って

います。 

また、本県の平成30年度(2018年度)の食料自給率1は、カロリーベースが64％

で全国第 16 位、生産額ベースでは 281％で全国第１位となっています。 

   本県の令和２年(2020 年)における主要な輸出品目は機械器具(46.2％)とな

っており、輸出先はアジア向けが一番多く、北米、ヨーロッパの順となってい

ます。中でも、農林水産物・食品の輸出の全体に占める割合(5.0％)は、全国の

割合(1.3％)の４倍近くとなっており、畜産物を中心に農産物が増加していま

す。 

   一方、主要な輸入品目も機械器具(39.9％)となっており、輸入先は、アジア

が一番多く、オセアニア、北米の順となっています。 

  

 

 

 
1 食料自給率：国内の食料消費が、国内の農業生産でどの程度賄えているかを示す指標で、主に重
さ、カロリー、生産額の３種類で計られる。 

（出典：国土交通省「国土の長期展望専門委員会最終とりまとめ参考資料」） 

（H27） （R47） （R7） （R17） （R27） （R37） 
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また、本県の外国人延べ宿泊者数は年々増加傾向にありましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大により、令和２年(2020 年)は 5.3 万人泊（前年比

83.7％減）と大きく落ち込んでおり、今後のインバウンド1需要の動向は不透明

な状況です。 

   令和３年(2021 年)６月末現在の本県における外国人数は、コロナ禍で微減と

なったものの、直近 10 年間で約 3,400 人増加(平成 24 年(2012 年)比 83.4％

増)して、7,566 人となっています。国籍では「ベトナム人」が全体の 35.7％で

最も多く、また、在留資格2別では技能実習が約半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 インバウンド：外国人が訪れてくる旅行。または、訪日外国人旅行者。 
2 在留資格：外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や

地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、入管法上の法的な資格。外国人は、この法

的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができる。 

（出典：宮崎県「令和２年宮崎県の貿易」） 

宮崎県の品目別輸出額・輸入額 

（出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」） 
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≪将来に向けた課題≫ 
 

   人口減少の進行により国内市場の縮小が見込まれる中、拡大を続ける世界市

場、特に経済的なつながりが強く、成長が続いているアジアを中心として、経

済・観光面だけでなく、人材交流の拡大など、その活力を取り込んでいくこと

がますます重要となります。 

   また、施設園芸等で使用する燃油や家畜飼料など、生産に必要な資材や原料

の多くは、海外からの輸入に依存している状況にあり、世界人口の増加や気候

変動、さらには新型コロナウイルス感染症など国際情勢の不安定化により、世

界の食料需給や貿易の先行きが不透明な中、燃油や穀物の安定確保が課題にな

るものと考えられます。 

   これから先、世界の動向が本県の将来に直接影響を及ぼす時代になっていく

ことを念頭に、新たな技術の積極的な導入や地域資源の有効活用により、基幹

産業である農林水産業の強化や国際社会の中でも存在感ある産業づくりが求

められます。 

加えて、本県においても今後ますます外国人住民の増加や多国籍化1が進むと

考えられ、多文化共生2の地域づくりに向けた対応やグローバルな視点を持った

子どもたちを育てていくことも重要となります。 

    

 

 

 

 
1 多国籍化：複数の国からそれぞれの国籍を持った人たちが増え、様々な言語や文化などが入り交じ
ること。 
2 多文化共生：国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こう
としながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 

（出典：法務省「在留外国人統計」） 

※令和２年までは各年 12 月末時点、令和３年は６月末時点 

宮崎県における国籍別外国人数の過去 10 年間の推移（上位５カ国） 

（2021） （2019） （2017） （2015） （2013） 
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第２章 目指す将来像 ～R22(2040)年の宮崎県の姿～ 
 

【基本理念】 
 

 

 

 

   変化の大きい時代にあっても、誰もが楽しさや幸せを実感できる安心と希望

ある未来を展望し、本県が目指す将来像を「人」、「くらし」、「産業」の３つの

側面から描きました。 
 
 

将来像１ 一人ひとりが生き生きと活躍できる社会 
 

   先人たちから受け継がれてきた豊かな自然や歴史・文化など本県の魅力や良

さに加え、子どもを生み育てやすい、理想のライフスタイルを実現できる環境

を整えることで、宮崎に「残る」、「戻る」、そして「移る」方が増え、個々の価

値観が尊重されながらも互いに共感し合い活躍できる社会を構築します。 

   また、宮崎に誇りと愛着を持ち、確かな学力やこれからのグローバル・デジ

タル社会を生き抜く力を持った子どもたちを育てていくことも重要です。 

   さらには、文化に触れ親しむことで豊かな情操を育んだり、新たなスキルの

習得や学び直しができる仕組みを整えるなど、性別や年齢、障がいの有無など

に関わらず、それぞれの個性や能力を発揮し、一人ひとりが生き生きと活躍で

きる社会の実現を目指します。 

 

 （具体的なイメージ） 
 

 安心して子どもを生み育てやすい環境が整っている。 

 理想の子育てやライフスタイルを実現する場として、都市部からのＵＩＪ

ターン者が増えている。 

 子どもたち一人ひとりが確かな基礎学力を身につけ、社会を生き抜く力が

育まれている。 

 キャリア教育1やグローバル人材の育成等により、社会に貢献する資質・能

力を身に付け、世界で活躍できる若者たちが育っている。 

 宮崎県内で就職、進学したいと思う若者が増えている。 

 子どもだけではなく、大人も学び直しができる仕組みが整い、生活や仕事

の充実につながっている。 

 性別や年齢、障がいの有無などに関わらず、一人ひとりが互いに理解・尊

重し活躍できる社会になっている。 

 新たなビジネスに挑戦するなど、チャレンジ精神に満ちた個人や企業が増

えている。 

 音楽や演劇、美術、食など様々な文化を楽しむ機会が増えている。 

 
1 キャリア教育：児童・生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育
てる教育。 

安心と希望の未来への展望 
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将来像２ 安全・安心で心ゆたかに暮らしを楽しめる社会 
 
   集落同士が地域の医療・福祉など生活に不可欠な機能やサービスを相互に補

完・連携し合える仕組みづくりや、世界規模の気候変動により激甚化・頻発化

する自然災害や新たな感染症への対応など、様々なリスクに柔軟に対応できる

社会を構築します。 

   また、経済的な豊かさだけではなく、心のゆたかさを保つため、本県ならで

はの豊かな自然環境を守り、自然と共生する姿を将来にわたって維持していき

ます。 

   さらに、暮らしの様々な場面において、デジタルや先端技術などがもたらす

利便性を誰もが享受できる一方で、リアル（対面）での他者とのつながりを大

事にしながら、県民自らが望む生活スタイルを実現できるなど、笑顔があふれ、

安全・安心で心ゆたかに暮らしを楽しめる社会の実現を目指します。 
 
（具体的なイメージ） 
 

 地域の福祉・医療体制が充実し、安心して暮らせる社会になっている。 

 一人ひとりの健康意識が高まり、生活習慣病対策や介護予防・認知症予防

の取組が地域ぐるみで実践されている。 

 ソフト・ハード両面からの災害への対策が充実している。 

 環境にやさしいライフスタイルが定着し、宮崎の自然が守られている。 

 家庭や企業など、地域において太陽光発電などのクリーンエネルギー1が身

近な存在になっている。 

 リノベーション2により空き店舗や空き家などの新たな利用価値が創出さ

れ、中心市街地の賑わいの核として利活用が進んでいる。 

 高速道路等の高速交通網の整備や港湾、空港整備が進み、交通・物流の利

便性が向上している。 

 市町村内や市町村間の需要に応じた交通サービスが維持されている。 
 
 

将来像３ 力強い産業と魅力ある仕事があり、安心して働ける社会 
 
   先端技術を活用した新たなイノベーション3の創出や生産性の向上によって、

新たな成長産業が県内各地に展開し、地域経済のけん引役として稼ぐ力を高め

るとともに、地域内での経済循環も図ることで、県内産業を活性化させていき

ます。特に、全国トップクラスの生産力を有する農林水産業をさらに強化し、

県内はもとより国内の食料供給県としての地位を確立します。 

   また、職・住・遊が近接する恵まれた環境の中で、個々の能力や技術を生か

した時間に縛られない柔軟な働き方の定着も促していきます。 

 

 
1 クリーンエネルギー：環境に対する汚染物質、例えば窒素酸化物や、地球温暖化の原因物質の一つ
といわれる二酸化炭素などを排出しなかったり、排出したとしても問題にならない程度に少なかったりす
るエネルギー。 
2 リノベーション：既存の建物に対して新たな機能や価値を付け加える改装工事をすること。 
3 イノベーション：これまでのモノ、仕組みなどに対して、全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価
値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと。 
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   さらに、全国トップクラスの豊かな食や自然、スポーツ環境など、本県の魅

力に人々が感動し、県内外や国外との交流が盛んに行われるようになるなど、

力強い産業と魅力ある仕事があり、安心して働ける社会の実現を目指します。 

 

（具体的なイメージ） 
 

 スマート化を推進することにより、基幹産業である農林水産業の生産性が

飛躍的に向上している。 

 県内企業が新たな技術を活用して生産性や付加価値の高い事業を展開し、

新たな成長産業が創出されている。 

 時代の変化に応じた新たな需要を獲得できるスタートアップ企業1が活躍し

ている。 

 価値観の変化に応じて充実した立地環境が認められ、本社機能や研究拠点

を県内に展開する企業が増加し、魅力ある雇用の場が生まれている。 

 一人ひとりの希望や事情に応じてフルタイム勤務にとらわれない働き方

（短時間勤務、フレックス2）や、副業3・兼業4・テレワークなど、個人の持

っている能力・技術を最大限に発揮できる働き方が実現している。 

 豊かな自然や美しい景観、食、伝統文化など、本県の魅力などを通じて県内

外や国外からの観光客が増加し、県内経済が活性化している。 

 ゴルフ・サイクリング・サーフィンなどのスポーツやアウトドアでのアク

ティビティ5を目的とした観光客が増えている。 

 スポーツの全国大会や世界大会、キャンプ・合宿が県内各地で盛んに実施

されるとともに、スポーツが食、医療など様々な分野と連携することで、ス

ポーツランドみやざきの新しい魅力が創出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 スタートアップ企業：新たなビジネスモデルを開発する企業で、市場を開拓する段階にあるものを指
す。一般的に、創業から 2〜3 年程度の企業を指すことが多い。 
2 フレックス：フレックスタイム制のこと。一定の期間についてあらかじめ定められた総労働時間があり、そ
の範囲内で日々の始業・終業時刻や働く時間を、労働者自身が自由に決めることができる制度。 
3 副業：本業以外の仕事で収入を得ること。収入、要する時間、労力が本業と比べると少なく、大きな責
任が伴わないことが多い。 
4 兼業：職務以外の他の業務にも従事すること。会社に勤務しながら自分でも事業を経営し、本格的に
ビジネスをしていること。 
5 アクティビティ：「行動」や「活動」という意味を持ち、特に旅行先での活動や体を使ったさまざまな遊び
を指すことが多い。 
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第３章 目指す将来像の実現に向けた今後の方向性 
 

私たちが目指す将来像（未来）を実現していくためには、人口減少を前提とし

ながらも、自然や歴史・文化、産業や営みなど本県が有する有形・無形の価値や

魅力に、これからの社会に必要な要素を掛け合わせ、さらに新たな価値の創造へ

とつなげていくことが重要です。 

 

[宮崎の未来]＝[独自の魅力・価値]×[５つの要素] ＝ 新たな価値の創造 

 

 

【未来に必要な５つの要素（キーワード）】 
 

これからは、経済優先でも環境優先でもない、経済と社会、そして環境が

調和することで持続可能性を高めていく時代になります。まさに、豊かな自

然の中での営みを大切にしてきた本県が優位性を発揮できる時代です。 

また、人口減少が続き、多くの課題を抱える中にあっても、全ての県民が

幸せや楽しさを感じながら住み続けられる県を目指すことは、ＳＤＧｓが目

指す「誰一人取り残さない」社会づくりと軌を一にするものです。私たちの

日々の生活や社会を見つめ直し、課題解決に向けて取組を積み重ねていくこ

とがその実現につながります。 

    ゼロカーボン社会の実現についても、本県らしいやり方で、ライフスタイ

ルや経済活動を見直していくことが重要です。 

 

    技術は日々加速度的に進歩しています。新たな技術をうまく活用すること

で、距離や場所のハンディキャップ、労働力不足などから生じている本県の

地域課題を克服できる可能性が広がります。 

    このため、私たちには、新しい技術を正しく理解し、仕事や暮らしの様々

な場面で積極的に受け入れていく柔軟性が求められます。 

    一方で、新しい技術の導入が、デジタル格差など新たな課題を生じさせな

いよう注意する必要があります。 

    また、県外の事例を学び、優れた技術や仕組みを導入することにとどまら

ず、県内からイノベーションを起こし、新たな価値を生み出していくことも

重要です。 

 

 

要素１ 持続可能性（サステナビリティ） 

要素２ デジタル・先端技術・イノベーション 
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    付加価値の源泉は「資本」から「人材」へと移っており、今後は、人の力

をどれだけ結集できるかが課題解決の鍵となります。 

    まずは、宮崎で生まれた若者たちが、地域の一員として郷土への誇りや愛

着を持ち、宮崎の未来を切り拓く力として成長していくことが重要です。 

    また、この不確実な時代にあっては、先を見通す戦略性や構想力、主体的・

積極的に価値を生み出すチャレンジマインド1が求められます。 

    併せて、多くの若者たちから暮らしたい、働きたいと積極的に選ばれるよ

う地域の魅力を高めていく必要があります。 

    宮崎が必要とするのは若者の力だけではありません。女性や高齢者、障が

い者、外国人など、様々な人々が集い、個性や能力を発揮することで活気が

生まれ、新しい価値の創造につながっていきます。 
 

    今後も人口減少が続く中で地域の営みを維持していくためには、生活に必

要なサービスや機能をある程度集約し、効率化していきながら、集落と集落、

市町村と市町村、圏域と圏域とが役割を分担し、互いに連携して提供する形

へと変わらざるを得ません。 

    一方で、各地域において、人々がこれからも自律的・主体的な営みを続け

るという視点からは、それぞれの持つ特性や魅力をしっかりと守り伸ばすこ

とで、地域への誇りが生まれ、生活の糧にもつながります。 

    また、地域の生産物（価値）で外貨を稼ぐ（地産外商）ことに加え、地域

の中で積極的に消費する（地産地消）、さらには、地域で必要とされるものを

地域で生産する（地消地産）ことにより、外的な変化にも柔軟に対応できる

経済・産業構造へと変わっていきます。 
 

    私たちの社会は、家庭や学校、職場、地域において、人や集団の関わりの

中で築き上げられてきたものです。これからも、それぞれの個性や能力、意

見などを互いに認め大切にしながら、共感や思いやりの心をもって助け合い、

補い合うことで、よりよい地域を目指すことが重要です。 

    このため、住民同士のコミュニティを強化し、住民と公的部門の協働を深

めていく必要があります。さらに、宮崎と県外、海外との交流などを広げる

ことで、新たなつながりが生まれていきます。 

    また、「人の温かさ」が魅力として挙げられることの多い本県でも、デジタ

ル化の進展に伴い実体験や人間関係の希薄化が危惧されるところです。肌で

（リアルに）感じられる本県の良さを理解し未来に残すことが求められます。 

 
1 チャレンジマインド：挑戦心。課題や問題に対して果敢に取り組もうとする姿勢。 

要素３ 人材力 

要素４ 地域力 

要素５ きずな・つながり 
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【今後の方向性】 
 

 １ 人口減少を前提とした安心して暮らせる地域社会の維持 

 

◎  買い物や医療など日々の暮らしに必要な機能・サービスを維持していく

ため、デジタル技術の活用や移動手段の確保を進め、基幹集落と周辺をつ

なぐ持続可能な交通システムや物流ネットワークを構築します。 

 

◎  市町村の枠を越えて、より広い圏域で連携し、医療、教育、交通など暮ら

しに必要な機能や資源を融通し合える体制づくりを推進します。 

 

◎  行政手続のオンライン1化など、デジタル技術を積極的に活用し、県民が

いつでもどこからでも迅速に行政サービスを享受できる仕組みを構築しま

す。 

 

◎  あらゆる分野でデジタル化が進展する中、県民が情報やＩＣＴを身近な

ものとして受け入れられるよう、情報格差の是正に取り組みながら、高速・

大容量の情報通信環境やデータ連携基盤等の整備・運用に取り組みます。 

 

◎  大規模災害時に緊急輸送の重要な役割を担う道路等の公共インフラや防

災拠点となる公共施設等の計画的な耐震化対策を実施し、利用者の安全や

災害時に求められる施設機能の確保を図ります。 

 

◎  社会情勢や地域のニーズの変化に応じて、老朽化が進む公共施設等の更

新・統廃合・長寿命化等を計画的に行い、財政負担の低減化・平準化や公共

施設等の最適な配置を図ります。 

 

◎  住民等の災害に対する備えや、自主的・積極的な防災活動を推進するな

ど、地域の防災力向上に取り組みます。 

 

◎  地域課題解決に向けて、民泊2やカーシェア3などの空間・モノの有効活用

だけに限らず、時間や人、スキルといった無形の資産などを地域住民や遠

隔にいる者同士が共有し、利用できる仕組みづくりに取り組みます。 

 

 
1 オンライン：インターネットやパソコン通信といったネットワークに接続され、利用できる状態。 
2 民泊：住宅（戸建住宅やマンションなどの共同住宅等）の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊
サービスを提供すること。 
3 カーシェア：カーシェアリング。車を共有するサービス。 
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◎  ゼロカーボン社会の実現に向けて、豊富な太陽光やバイオマス1などを活

用した環境負荷が少ない再生可能エネルギーの導入拡大を進めるとともに、

エネルギーの地産地消の推進にも取り組みます。 

 

◎  将来的な地方移住に加え、地域課題の解決に向けて、交流人口・関係人口

の裾野の拡大を図りながら、宮崎を愛してくれるファンづくりに取り組み

ます。 

 

◎  新たな感染症や未知のウイルスへの対応として、緊急時の医療提供体制

の構築や県民の感染症に対する危機意識の醸成など、県民の命と健康を守

る体制づくりを推進します。 

 

◎  遠隔医療や介護ロボットなど、先端技術を取り入れながら、現場で働く

医師や介護職員などの負担を軽減しつつ、医師の偏在是正など対面での診

察やケアも充実した医療・福祉体制の構築に取り組みます。 
 
 
 ２ くらしを支え、未来を拓く産業づくり 
 

◎  産学金労官2で連携しながら、日々進歩する科学技術等を活用した次世代

を担う付加価値の高い新ビジネスの創出や、創業・起業に踏み出そうとす

る意欲的なスタートアップ企業等が果敢にチャレンジできる環境を整えま

す。 

 

◎  農林水産物を核としたフードビジネスや、温暖で快適な気候と充実した

施設を活用したスポーツランドみやざきなど、本県の豊富な地域資源や強

みを生かした稼げる産業の振興や県内企業の育成に取り組みます。 

 

◎  県内企業相互の連携強化や取引拡大、県産の商品・サービスの県内消費

の増加、さらには、地域に必要とされるものを地域で生産することにより、

地域の経済循環を高める取組を推進します。 

 

◎  今後も市場拡大が見込まれる海外に向けて、農林水産物や加工食品を中

心とした県産品の需要を開拓するとともに、県内企業の海外展開や経済交

流の拡大に取り組みます。 

 

◎  産業のデジタル化を支えるデジタル人材の育成・確保を図るとともに、

女性や障がい者の雇用や高度な知識・技能をもつ外国人材の受入れを促進

することで、多様な人材の活躍を推進します。 

 
1 バイオマス：動植物などから生まれた生物資源の総称。 
2 産学金労官：新産業の創出・育成や経済競争力の向上を目的に、共同研究、人材育成、起業など
を、企業である「産」、大学などの「学」、金融機関などの「金」、労働団体などの「労」、国や地方公共団体
などの「官」が連携・協力して行う形態。 
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◎  エッセンシャルワーカー1をはじめ、県民の暮らしや産業を支える労働者

が、安心して働ける就業環境の整備に取り組みます。 

 

◎  社会人のキャリアアップなど、学校教育を終えた後でも必要な知識や技

術を習得できるよう、大学等と連携を図りながら、「学びの機会」を提供す

るリカレント教育2を推進します。 

 

◎  就労意欲の高い高齢者が年齢にとらわれることなく、個々の能力に応じ

て自分らしく安心して働くことができる仕組みづくりを促進します。 

 

◎  県民や事業者が社会・経済・環境の持続可能な発展の重要性を共有し、事

業者の持続的な成長や市場競争力強化を図るサステナビリティ経営を推進

します。 

 

◎  ひと・モノの流れを活発化し、国内外の活力を呼び込むための交通・物流

ネットワークのより一層の充実を図ります。 

 

◎  産業の活性化や賑わいの創出に向けて、観光資源に磨きをかけ、ニーズ

に応じた魅力を引き出すことで、県内外や国外の観光客が感動する観光地

域づくりを推進します。 

 

 

 ３ 人生を豊かに過ごせる地域づくり 
 

◎  充実したスポーツ環境を生かし、誰もが生涯にわたって運動やスポーツ

に親しみ、生きがいや健康を実感できる機会を創出するとともに、豊かな

自然の中で、サイクリングやサーフィン、トレッキング3など、アウトドア

活動を楽しむことのできる環境づくりを推進します。 

 

◎  生活習慣病の予防など県民一人ひとりが主体的に行う健康づくりを支援

するとともに、健康経営4の推進など社会全体で健康を守り支える環境づく

りに取り組みます。 

 

 
1 エッセンシャルワーカー：人々の日常生活を維持するために必要不可欠な仕事に従事する者。 
2 リカレント教育：基礎教育を終えて社会人となった後も、改めて就労に生かすために学び直し、また就

労するというサイクルを繰り返すこと。本人の希望により、年齢や時期に関わらず生涯を通して学ぶことが

できるという考え方。 
3 トレッキング：山歩き。特に、山の麓を歩いて風景などを楽しむもの。 
4 健康経営：従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの

下、健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。従業員等の活力向上や生産性の向上等

の組織活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へつながることが期待される。 
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◎  地域の祭りやイベントなど、人々が集い、地域コミュニティを育みなが

ら様々な活動が展開されるよう、車中心からひと中心の空間への転換を促

す「歩いて楽しめる居心地の良いまちづくり」を推進します。 

 

◎  神楽や神話など長い歴史と豊かな風土に培われた宮崎ならではの文化資

源を生かし、地域ごとに特色ある文化活動・交流を推進することで、文化が

暮らしの中で息づき、身近に感じることのできる地域づくりに取り組みま

す。 

 

◎  先人たちが世代を超えて守り、育んできた、豊かな自然や田園風景等の

美しい景観を観光や教育活動等に活用することにより、その価値を再認識

することで、地域における持続的な自然環境保全の取組を促進します。 

 

◎  年齢や性別、国籍の違いや障がいの有無などを越えて新たな魅力や価値

を生み出す共生社会づくりに向け、個人や企業、ＮＰＯ、自治会など地域の

構成員による協働の取組を推進します。 

 

◎  福祉・介護・医療・教育などの関係機関が連携し、相談体制や支援制度の

充実等を図ることで、ヤングケアラー1や貧困・孤立といった困難を抱える

人を支える地域づくりに取り組みます。 

 
 

 ４ 将来の人口安定化に向けた社会づくり 
 

◎  結婚・出産・子育てに幸福感や充実感を得られるように、出会いから結

婚までの相談支援や安心して妊娠・出産できる医療体制の構築をはじめ、

柔軟な働き方の推進や男性の家事・育児への参画拡大など、ライフステー

ジに切れ目なく対応する支援体制づくりに取り組みます。 

 

◎  豊かな自然や食、文化、子育てしやすい住環境といった宮崎の暮らしや

すさや国内外で活躍する県内企業の魅力について、特に若い世代や女性に

対する情報発信を充実するなど、若者や女性の県内就職・県内定住に向け

た取組を進めます。 

 

◎  テレワークやワーケーションなど、時間や場所を有効に活用できる柔軟

な働き方に着目したデジタル環境の整備を進めるとともに、地方での暮ら

しに関心を持つ人々へ情報発信を行うことで、都市部から県内への移住・

ＵＩＪターンを促進します。 

 

 
1 ヤングケアラー：本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子

ども。 
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◎  子どもたちが進学や就職で県外へ出ても、生まれ育った地域に貢献した

い、再び県内へＵターンして働きたいという思いを抱くように、学校・地

域・家庭が連携し、宮崎についての理解を深め、郷土愛を育むふるさと教

育を推進します。 

 

◎  デジタル活用能力や語学力などこれからの人材に求められる能力のほか、

地域課題の解決や新ビジネスの創出につながるチャレンジ精神など、自己

実現へと導く教育を推進します。 

 

◎  社会的・経済的な理由で子どもたちが学習の機会をなくすことがないよ

う、相談体制の充実やＩＣＴ教育の推進など、学びのセーフティネット1の

充実に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 セーフティネット：安全網という意味で、生活対策や雇用対策として安全・安心を提供する仕組み。 
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参考資料１ 人口・経済の将来展望 
 

１ 県人口の現状 

 

（１）総人口の推移 
 

 

○ 国勢調査における宮崎県の人口は、平成７年(1995 年)の約 117 万６千人をピーク

に減少に転じ、令和２年(2020 年)の県人口は約 107 万人となっています。 

○ 令和２年(2020 年)では、前回調査(平成 27年(2015 年))から約３万４千人減少し

ており、その減少スピードは加速しています。 

○ 令和２年(2020 年)の人口を年齢３区分別にみると、年少人口(０～14 歳)は 14.2

万人(総人口に対する割合13.3％)、生産年齢人口(15～64歳)は57.8万人(同54％)、

老年人口(65 歳以上)は 35 万人(同 32.7％)で、年少人口及び生産年齢人口が減少傾

向にある一方、老年人口は増加し続けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分別人口の推移【宮崎県】 

(出典：総務省「国勢調査」より作成) 

（万人） 

－0.6 －1.7 
－1.8 

－3.1 
－3.4 

(T9) (S5) (S15) (S25) (S35) (S45) (S55) (H2) (H12) (H17) (H7) (H22) (H27) (R2) 
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（２）人口動態（自然増減・社会増減）の推移 
 

 

○ 平成 15 年(2003 年)に自然動態が初めて減少に転換して以降、自然減と社会減が

同時に進行しており、令和２年(2020 年)における本県人口の自然減数は 6,167 人、

社会減数は 2,232 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人） 
自然動態の推移【宮崎県】 

社会動態の推移【宮崎県】 （人） 

(出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」、厚生労働省「人口動態調査」より作成) 
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○ 令和２年(2020 年)の合計特殊出生率は 1.65(全国第２位)と全国的には高い水準

を維持しているものの、出生数は近年急激に減少し、令和２年(2020 年)は 7,720 人

と過去最低の出生数となっています。 

○ 本県の 15～49 歳の女性人口も出生数と同様に減少傾向にあり、令和２年(2020

年)の 15～49 歳の女性人口は、直近５年間で 6.0％の減、出生数は 16.3％の減とな

っています。 

○ 人口規模がピークに近かった平成 12 年(2000 年)に比べて、平均初婚年齢（妻）

と出生順位別母の年齢は上昇傾向にあり、晩婚化・晩産化が進行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生数、15～49 歳女性人口の推移【宮崎県】 

（出典：総務省「国勢調査」、宮崎県「現住人口等調査」より作成） 

（出典：厚生労働省「人口動態調査」より作成） 

平均初婚年齢(妻)、出産順位別母年齢の推移【宮崎県】 
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○ 県全体として社会減の状況にあり、その大半が進学や就職期の若者の転出超過に

よるものです。 

○ 令和３年(2021 年)の社会動態を見ると、15～24 歳では男性よりも女性の県外転

出が大きく、全体としても男性の 428 人減に対し、女性が 1,018 人減と女性の転出

超過が際立っています。 

○ 転出数と転入数に分けてみると、男性に比べて若い女性のＵＩＪターンの動きの

弱さが見られます。 

○ 一方、０～９歳の子どもは転入超過となっており、子育て世代が転入超過してい

ることが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」より作成） 

令和３年(2021 年) 年齢階級別転入・転出者数【宮崎県】 

(人) 

転入 

転出 

令和３年(2021 年) 年齢階級別転入・転出者差引数【宮崎県】 

(人) 

（出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」より作成） 

転入超過 

転出超過 
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２ 本県の経済産業構造の特色 
 

 

○ 本県の産業構造を全国と比較すると、農林水産業（第一次産業）が高い特化係数

を示しており、本県の産業構造を特徴づけています。 

〇 産業別に直近５年間の経済活動の動きを見ると、「電気・ガス・水道業等」のほか

に、農林水産業の伸びが大きく、農林水産業と関連の強い食品製造業も 6.9％伸び

ています。 

 

 

 

 

 

 

経済活動別特化係数【宮崎県】 

(出典：宮崎県「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」より作成) 

国内・県内総生産の構成比較（H30)
宮崎県 全国

第１次産業 5.3% 1.2%
第２次産業 25.4% 26.5%
第３次産業 68.6% 71.9%

特化係数＝県内総生産の産業別構成比÷国

内総生産の産業別構成比 

 

(注) 

県、国友に輸入品に貸される税・関税、総資

本形成にかかる消費税が加算控除されている

ため、１次、２次、３次産業の合計は一致しない。 

特化係数は 1.0 に近いほど全国の産業構成

割合に近いことを意味し、1.0 を超えていれば

全国に比べてその産業に特化している。 

H25 H26 H27 H28 H29 H30 平均伸び率
農業    127,499 134,135 148,153 162,938 161,938 158,834 4.5%
林業    12,929 13,599 14,115 15,022 15,809 18,076 6.9%
漁業    20,926 21,499 25,055 23,576 22,994 23,170 2.1%
鉱業    1,664 1,725 1,635 1,458 1,506 1,390 -3.5%
建設業    290,253 274,061 255,587 255,194 237,287 279,005 -0.8%
製造業    552,153 581,169 591,037 607,680 650,598 669,712 3.9%
(うち食料品） 136,603 145,416 167,518 175,713 183,905 190,281 6.9%
電気・ガス・水道業等 77,562 87,025 104,785 111,029 119,381 121,095 9.3%
情報通信業    126,935 127,254 126,830 127,683 119,602 122,758 -0.7%
運輸業    145,657 152,581 158,402 160,566 164,801 171,678 3.3%
卸売・小売業    365,490 362,125 370,796 379,712 372,552 371,205 0.3%
金融・保険業    135,910 134,790 134,942 127,289 130,457 125,284 -1.6%
不動産業    311,309 312,292 317,871 322,587 327,563 320,641 0.6%
飲食店，宿泊業    95,469 97,110 97,173 108,126 113,026 109,616 2.8%
医療，福祉 397,966 402,543 414,215 421,867 429,285 434,345 1.8%
教育，学習支援業 185,222 189,253 193,221 193,252 196,487 193,384 0.9%
その他 558,818 575,956 599,100 610,449 617,384 594,554 1.2%
県内総生産 3,428,597 3,492,056 3,578,673 3,647,335 3,703,311 3,740,151 1.8%

(出典：宮崎県「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」より作成) 

産業別総生産額の推移【宮崎県】 

 

 

(注)県内総生産は輸入品に課される税・関税、総資本形成に係る消費税が加算控除されているため、合計額とは一致しない。 

(単位：百万円) 
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○ 就業者１人当たりの県内総生産は、全国と比べて２次、３次産業では低く、全体

としても全国平均を下回っている一方、第１次産業（農林水産業）は全国平均より

高く、農林水産業の生産性が高いことが分かります。 

○ 平成 30 年度の県際収支は約 3,500 億円の赤字となっていますが、平成 25 年度と

比較すると約 1,100 億円改善しています。部門別に見ると、農林水産業や運輸・郵

便業、宿泊・飲食サービス業が黒字となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

就業者１人当たり生産額【宮崎県、全国】 

(出典：宮崎県「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」、内閣府「2018 年度国民経済計算」、総務省「令和２年国勢調査」 

より作成) 

（注）計算に使用した就業人口は、不詳補完値かつ分類不能の産業を含む。 

県際収支の推移【宮崎県】 

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度
農林水産業 80,649 84,494 92,294 98,096 97,067 96,717
鉱業 -1,793 -1,841 -1,709 -1,584 -1,602 -1,709
製造業 -308,937 -276,777 -257,290 -252,648 -241,484 -228,727
建設業 0 0 0 0 0 0
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 -37,345 -37,558 -33,883 -32,211 -33,803 -34,095
卸売・小売業 -48,621 -47,834 -45,872 -45,993 -47,547 -48,869
運輸・郵便業 19,061 20,768 22,181 22,808 23,575 25,321
宿泊・飲食サービス業 9,071 9,816 10,589 12,823 13,553 12,797
情報通信業 -123,936 -123,792 -122,858 -125,657 -127,761 -130,805
金融・保険業 145 65 35 -480 -385 -761
不動産業 -4 -4 -4 -4 -4 -4
専門・科学技術・業務支援サービス業 -21,001 -21,952 -23,196 -23,226 -23,341 -23,198
公務 0 0 0 0 0 0
教育 -639 -655 -675 -677 -686 -690
保健衛生・社会事業 6 7 6 7 7 7
その他のサービス -3,249 -3,200 -3,158 -3,136 -3,199 -3,230
分類不能の産業 -24,265 -21,380 -19,259 -17,008 -15,265 -15,545

計 -460,858 -419,845 -382,798 -368,891 -360,874 -352,792

部門
県　際　収　支

(単位：百万円) 

(出典：宮崎県「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」より作成) 
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○ 本県産業の県内供給額は全体で約9.3兆円であり、うち生産活動に必要な原材料・

燃料等の材・サービスを県内の産業から購入する中間投入額は約３兆円、県外から

の移輸入額は約 2.4 兆円となっています。 

○ 部門別に見ると、鉱業や石油・石炭製品製造業などは、総供給のほとんどを移輸

入に依存しています。また、本県の強みである農林水産業や食品製造業は、中間投

入額が大きい一方、移輸入額も比較的大きい状況です。 

○ 各産業の移輸出入率により、移輸出特化型、県際流通型、移輸入依存型、県内自

給型の４つに県内の産業を分類することができます。宿泊業や林業は移輸出特化

型、食料品や医薬品は県際流通型、石油製品や鉱業は移輸入依存型、医療・介護や

教育は県内自給型にそれぞれ分類されます。移輸出特化型、県内自給型の産業は移

輸入率が低い(自給率が高く、産業連関が高まる)ため、産業振興による経済波及効

果が高い産業です。 
 

  

 

【各産業の県内供給額、中間投入額及び移輸入額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※移輸出率を縦軸、移輸入率を横軸に、移輸出率が大きいと上方向に、移輸入率が大きいと右方向に位

置する円の大きさは県内総生産額の大きさを示している。 

部門 県内供給額 中間投入額 移輸入額
農林水産業 58,793,383 27,101,779 12,281,082
鉱業 1,970,106 351,294 1,373,809
食料品 93,184,218 34,924,836 36,849,808
繊維製品 10,534,447 1,717,063 6,974,284
パルプ・紙・紙加工品 10,675,536 4,464,615 4,526,756
印刷業 3,609,208 503,425 2,112,159
化学 44,447,983 13,586,884 24,138,133
石油・石炭製品 16,979,363 321,880 16,474,739
窯業・土石製品 5,100,787 1,254,206 2,535,277
一次金属 8,010,882 2,460,049 4,054,764
金属製品 11,802,047 2,119,620 8,368,702
はん用・生産用・業務用機械 18,333,921 3,739,056 11,125,407
電子部品・デバイス 25,480,184 11,351,668 9,949,097
電機機械 14,948,484 4,559,728 7,277,963
情報・通信機器 8,865,545 4,353,434 2,762,464
輸送用機械 21,632,302 4,984,823 14,390,662

その他の製造業 34,559,319 14,015,888 11,793,320
建設業 51,137,116 26,636,767 0
電気・ガス・水道・廃棄物処理業 24,931,610 8,503,700 5,097,134
卸売・小売業 68,496,880 8,968,367 18,277,914
金融・保険業 25,063,652 6,169,080 3,534,668
不動産業 40,148,084 4,295,818 479
運輸・郵便業 51,508,031 24,977,183 8,497,950
情報通信業 30,394,907 9,182,948 7,954,638
公務 36,739,447 12,319,743 0
教育 21,030,914 3,240,667 19,369
専門・科学技術・業務支援サービス業 35,351,457 12,699,221 7,253,577
保健衛生・社会事業 67,911,627 22,237,205 956
宿泊・飲食サービス業 26,760,662 13,795,976 1,599,341
その他のサービス 64,826,278 18,467,278 6,355,227

計 933,228,380 303,304,201 235,579,679

（単位：万円） 

（出典：宮崎県「平成 27 年宮崎県産業連関表」より作成） 
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３ 人口・経済の将来展望 

（１）将来展望Ⅰ(現状が継続した先の未来) 

  

 

○ 今後も現状の傾向が続いた場合、本県の将来人口は、令和 12 年(2030 年)には 100

万人を割り込み、令和 22 年(2040 年)には 87 万人程度にまで減少する見通しです。 

○ 令和 22 年(2040 年)には、年少人口は 10 万人程度、生産年齢人口は 44 万人程度

にまで減少すると見込まれています。 

○ 令和 52 年(2070 年)には 60 万人を下回り、高齢化率は 37.8％となる見通しで、

高齢者１人を 1.3 人の現役世代で支える社会が訪れようとしています。 

○ 地域別に見ると、令和 52 年(2070 年)には、現在の人口の半数以下にまで減少す

る地域が多く見られ、日々の暮らしや経済活動への影響が懸念されます。 

 

 

                                      

 

 

（単位：万人） 

 
2020 年 2040 年 2070 年 

2070 年 

高齢化率 

宮崎・東諸県 42.7 37.5 25.7 37.7% 

日南・串間 6.8 4.7 2.7 40.7% 

都城・北諸県 18.6 15.9 11.1 35.1% 

小林・えびの・西諸県 7.0 5.0 3.0 40.1% 

西都・児湯 9.6 7.2 4.3 39.8% 

日向・東臼杵 8.6 6.6 4.1 38.7% 

延岡 11.8 8.9 5.4 38.3% 

西臼杵 1.9 1.3 0.7 42.6% 

 

 

(出典：2020 年までは総務省「国勢調査」、2030 年以降は宮崎県独自推計により作成) 

長期的な人口推計【宮崎県】 
(万人) 

地域別将来人口推計【宮崎県】 

(出典：2020 年までは総務省「国勢調査」、2030 年以降は宮崎県独自推計により作成) 
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○ 令和 22 年(2040 年)には、団塊ジュニア世代(45～49 歳)が 65 歳以上となり、高

齢化率が大きく上昇すると見込まれています。 

○ 高齢化の進行と年少人口の減少により、人口ピラミッドはより下すぼみの壺型に

向かっていく見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(出典：2020 年は総務省「国勢調査」、2040 年は宮崎県独自推計により作成) 

令和 22 年(2040 年)５歳階級別人口構成【宮崎県】 
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-57-



 

○ 就業人口は、令和２年(2020 年)時点では 54 万２千人ですが、労働力率や失業率

が現在と同じ水準で推移すると仮定した場合には、令和 22 年(2040 年)は 41 万３千

人(23.8％減)になる見通しです。 

○ 産業別では、基幹産業である農林水産業は今後 20 年間で２万７千人(48.2％)減

少する一方で、医療・福祉分野は３千人(3.1％)の増加が見込まれています。 

○ 地域別では、今後 20 年間で就業人口が３割から４割程度減少する地域が多く見

られるようになり、地域産業の維持がますます困難となることが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 年 2030 年 2040 年 
2020 年→2040 年 

増減率 

宮崎・東諸県 22.1 20.0 18.1 －18.1％ 

日南・串間 3.2 2.5 2.1 －34.4％ 

都城・北諸県 9.3 8.3 7.4 －20.4％ 

小林・えびの・西諸県 3.5 2.8 2.3 －34.3％ 

西都・児湯 5.0 4.2 3.5 －30.0％ 

日向・東臼杵 4.4 3.7 3.1 －29.5％ 

延岡 5.7 4.8 4.1 －28.1％ 

西臼杵 1.0 0.8 0.6 －40.0％ 

 

 

 

地域別就業人口の将来推計【宮崎県】 

(出典：2020 年までは総務省「国勢調査」、2030 年以降は宮崎県独自推計により作成) 

産業別就業人口の将来推計【宮崎県】 

(出典：総務省「国勢調査」を基に宮崎県独自推計により作成) 

（単位：万人） 

（単位：万人） 
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○ 就業者１人当たりの生産額が現在の水準を維持すると仮定した場合、就業人口が

減少することから、総生産額は令和 22 年(2040 年)には平成 30 年(2018 年)から約

8,400 億円減少します。 

○ 高齢者の割合が増加し、就業者が減るため、１人当たり県民所得も約９万円減少

すると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内総生産の将来推計【宮崎県】 

(出典：2018 年までは宮崎県「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」、2030 年及び 2040 年は宮崎県独自推計により作成) 

１人当たり県民所得の将来推計【宮崎県】 

(出典：2018 年までは宮崎県「平成 30 年度宮崎県県民経済計算」、2030 年及び 2040 年は宮崎県独自推計により作成) 
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（２）将来展望Ⅱ 
 

【改善ケース１】 
自然増減 ～ 少子化対策の充実等により、合計特殊出生率が令和32年(2050年)に2.07

まで改善し、その後も継続すると仮定。 

社会増減 ～ 若年層の県内定着やＵＩＪターン促進等により、令和 32 年(2050 年)に

社会増減が均衡し、その後も均衡し続けると仮定。 
 

 

○ 改善ケース１では、本県の人口は、令和 22 年(2040 年)に約 89 万人、令和 52 年

(2070 年)には約 64 万人になると推計されます。 

○ 合計特殊出生率の向上や社会減抑制により、人口減少に一定の歯止めがかかり、

人口の減少幅は緩やかになります。 

○ 令和 52 年(2070 年)の人口構成を見ると、改善ケース１では特に 10代以下の年齢

層に厚みが見られますが、令和 82 年(2100 年)においても人口の安定化には至りま

せん。 
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令和 52 年(2070 年)５歳階級別人口構成【宮崎県】 

-60-



【改善ケース２】 
自然増減 ～ 少子化対策の充実等により、合計特殊出生率が令和32年(2050年)に2.07

まで改善し、その後も継続すると仮定。 

社会増減 ～ 若年層の県内定着やＵＩＪターン促進等により、令和 22 年(2040 年)に

社会増減が均衡し、その後増加に転じ、令和 32年(2050 年)以降、社会増

(500 人程度/年)が継続すると仮定。 
 

 

○ 改善ケース２では、本県の人口は、令和 22 年(2040 年)に約 89 万人、令和 52 年

(2070 年)には約 66 万人になると推計され、将来的には 50万人程度で安定化してい

くものと考えられます。 

○ 令和 52 年(2070 年)の人口ピラミッドを見ると、若年層の厚みが改善ケース１よ

りもさらに増すことで、「足元」がしっかりとしたバランスの良い長方形型に近づき

つつあり、未来に希望が持てる人口構成となっています。 
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【県内総生産、１人当たり県民所得の推計（現状の経済規模を維持）】 
推計に用いる人口 ～ 現状維持ケースの人口データを使用。 

経済活動の生産性 ～ 令和 22年(2040 年)も現在と同じ規模の経済を維持すると仮定。 

 

 

○ 就業人口の減少が進む中で、現状と同じ規模の経済(３兆 7,400 億円)を維持する

ためには、先端技術等を活用して、就業者１人当たりの生産性を年 1.2％程度向上

させる必要があります。 

○ この場合、令和 22 年(2040 年)には、現在より総人口が減少するため、１人当た

り県民所得は 60万円程度増加すると推計されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内総生産の将来推計（現在の経済規模を維持）【宮崎県】 

現在の経済規模を維持 

(2040) (2030) (2018) (2013) (2008) 

就業者１人当たりの 

生産性に変化がない場合 

就業者１人当たりの 

生産性を年 1.2％向上 

１人当たり県民所得の将来推計（現在の経済規模を維持）【宮崎県】 

現在の経済規模を維持 

(2040) (2030) (2018) (2013) (2008) 

就業者１人当たりの 

生産性に変化がない場合 
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参考資料２ 宮崎県の特性 

 

１ 地理的特性 

 

○ 本県は、東京、大阪など国内主要都市か

ら離れていますが、経済成長著しい東アジ

アには近接しています。 

   このことは、アジアをターゲットとした

市場の開拓や経済・人的交流の拡大を進め

ていく上で、優位性があります。 

   現時点の交通ネットワークの状況を見

ると、航空では、東京まで１時間３０分、

大阪まで１時間、ソウルまで１時間３０

分、台北まで２時間で直接結ばれていま

す。 

 

 

 

 

 

○ 海路では、宮崎港は大阪、神戸と、油津

港は東京、神戸と、細島港は東京、大阪、

神戸、韓国、中国と直接結ばれています。 

   令和４年には、新船の長距離フェリー

２隻（「たかちほ」「ろっこう」）が就航し、

本県と都市圏を結ぶ「人と物を支える架

け橋」として、重要な役割を担っていま

す。 

 

○ 道路整備については、令和４年度に東

九州自動車道「清武南～日南北郷」間が

開通するとともに、令和６年度には都城

志布志道路の全面開通が予定されるな

ど着実に進展しています。 
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２ 面積等 

 

○ 県土面積は 7,735 ㎢で、国土の約

2％を占めており、9 市 14 町 3 村で

構成されています。 

○ その中で、森林（5,857㎢）が

75.7％、耕地（652㎢）が8.4％とな

っており、緑豊かな地勢となってい

ます。 

 

 

３ 気候 

 

○ 平均気温が高く、温暖な気候に

恵まれ、日照時間、快晴日数は全国

でもトップクラスにあるなど、優

れた自然条件を有しています。 

○ 降水量も多く、豊富で良質な水   

資源に恵まれています。 

 

 

４ 自然環境 

 

○ 本県は、緑豊かな山々や美しい

海岸線など優れた自然環境に恵ま

れており、自然公園面積は

91,919haで、県土の約12％を占め

ているほか、105haの海域公園地区

が指定されています。 

 

○ 全国に先駆けて制定した沿道修

景美化条例などに基づいて、沿道

の修景、自然環境の保全と創出に

努め、郷土の美化を推進していま

す。 
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５ 産業構造 
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６ 宮崎の１番 

 

 

きんかん 

栽培面積、収穫量ともに日本一。（令和元年産） 

 

日向夏 

宮崎県原産の柑橘で栽培面積、収穫量ともに日本一。（令和

元年産） 

 

きゅうり 

収穫量、出荷量ともに日本一。（令和 2年産） 

特に、冬春きゅうりの収穫量は全国の約 2 割を占めていま

す。 

 

ブロイラー 

産出額（令和 2 年）、飼養羽数（令和 3 年 2月 1日現在）が

日本一。産出額は全国の約 2 割を占めています。 

 

近海かつお一本釣漁業 

平成 6 年以降連続して漁獲量日本一。 

宮崎県は漁業も盛んです。 

 

シロチョウザメの完全

養殖に成功、商品化へ 

平成 16 年度に国内初となるシロチョウザメの完全養殖に

成功し、平成 23 年度には、日本一のチョウザメ産地にまで

成長。 

平成 25 年度には、国産で唯一の本格熟成キャビア

「MIYAZAKI CAVIAR 1983」としてついに商品化され、平成

28 年度には、国産で初めて海外（香港）に輸出されました。 

 

宮崎牛 

5 年に 1度の和牛のオリンピックである「全国和牛能力共

進会」の宮城県大会（平成 29 年 9月）で、本県勢は 9 部

門中 3 部門で全国 1 位となりました。さらに、肉牛の部で

は最高賞である内閣総理大臣賞を獲得しました。本県の受

賞は 3 大会連続で、累計 4 度の獲得は全国最多です。 

また、アカデミー賞授賞式のアフターパーティにおいて、

3 年連続で採用されました。 
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照葉樹天然林 

綾町のカシ・シイ・タブなどの天然林による豊かな照葉樹

林は、日本最大級です。平成 24年 7 月に、ユネスコエコパ

ークに登録されました。 

 

世界最先端の技術が集

まる東九州の物流拠点 

細島港には、国産材の製材工場として国内最大の企業や、

世界シェア 1 位となるリチウムイオン二次電池の材料を製

造する企業など、世界最先端の技術を有する企業が多く集

積しています。 

 

 

宮崎の本格焼酎 

出荷量日本一（2020 酒造年度）。 

宮崎の焼酎は、芋・米・麦・そばなど原料が多彩であるこ

とが特徴です。宮崎県産の出荷量は 7 年連続で日本一を誇

っています。 

 

スイートピー 

出荷量日本一（令和元年）。 

宮崎県のスイートピーは、温暖多照な天候を活かし、他産

地にはない宮崎オリジナルの品種が多数生産されていま

す。 

 

スギ素材 

スギの素材（丸太）生産量は、平成 3 年以降 30年連続日本

一（令和 2 年）。 

また、製材品出荷量も初の日本一となりました（令和 2 年）。 

 

ひなた宮崎県 

総合運動公園 

総面積 154 ヘクタールの敷地の中に近代的な競技施設と、

500 種 42 万本の植栽樹木で構成された「緑の中のスポーツ

公園」として広く県民に親しまれています。 

また、県が推進しているスポーツランドみやざきの中心的

な施設として、プロスポーツ球団などのキャンプや、全国

規模の各種大会に活用されています。 
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参考資料３ 県民アンケート結果の概要（令和３年 11 月） 

 
〇 令和３年 11 月に県内在住の 16 歳以上約 5,000 人を対象とした県民アンケートを実

施し、住んでいる地域の課題や本県の 20年後の姿、県が取り組むべき施策などについ

て、1,437 人から御意見を頂きました。 

 

１ 地域で課題になっていること 
 

 
地域に住んでいる高齢者や若者等、世代間の交流の場・機会が少なくなった 

 
 

地域のお祭りや行事などを行うことが難しくなってきた（伝統・文化の維持） 
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39.9%
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そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない

40.5%

38.6%

33.8%

36.0%

35.4%

35.6%

35.6%

39.7%

31.0%

38.6%

47.5%

43.2%
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43.4%

40.5%

39.1%

16.7%

14.3%

13.2%

12.2%

10.0%

12.7%

13.5%

11.0%

4.8%

2.9%
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0.8%
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そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない わからない

地域の課題について、人、くらし、産業の３つの視点から、約 50項目と自由記述に

より、地域の課題認識を調査しました。その中でも、「地域に住んでいる高齢者や若者

等、世代間の交流の場・機会が少なくなった」「地域のお祭りや行事などを行うことが

難しくなってきた（伝統・文化の維持）」「空き店舗が目立つようになった」という項目

では、どの世代においても７割以上の方が課題と認識しているという結果となりまし

た。 

人口減少に伴う地域の過疎化やつながりの希薄化が進んでいると感じている方が多

い状況にあるため、世代を超えた他者とのつながりを大切にし、助け合い、補い合う関

係を地域で再構築していくことが求められています。 
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空き店舗が目立つようになった 

 
 

 

２ 20 年後の宮崎県の姿について 
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20 年後の宮崎県の姿について、ありたい将来像、優先度の高い将来像を調査しまし

た。 

人、くらし、産業のそれぞれの分野において、ありたい将来像の選択数が多かった項

目として「子どもが生み育てやすい環境が確保されている」、「県内で就職、進学したい

と思う若者が増えている」、「環境にやさしいライフスタイルが定着し、宮崎の自然が守

られている」、「地域の福祉・医療体制が充実し、安心して暮らせる社会となっている」、

「一人ひとりの希望や事情に応じてフルタイム勤務にとらわれない働き方や、副業・兼

業・テレワークなど、個人の持っている能力・技術を最大限に発揮できる働き方ができ

るようになっている」などの項目が重要視されていました。 

ありたい将来像を実現するために、県の将来を担う人材の育成、宮崎の未来への投資

や自然豊かな子育て環境の充実、自然環境の保護、医療提供体制の整備、働き方改革な

ど様々な取組を着実に実施していく必要があります。 
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順位 選択割合

子どもを生み育てやすい環境が確保されている 1 57.6%

県内で就職、進学したいと思う若者が増えている 2 52.5%

都市部から理想の子育てやライフスタイルを実現する場として、
移住・Uターン者が増えている

3 42.2%

子どもだけではなく、大人も学び直しができる仕組みが整い、
生活や仕事の充実につながっている

4 42.0%

性別や年齢、障がいの有無等に関わらず、一人ひとりが活躍できる
社会になっている

5 41.4%

環境にやさしいライフスタイルが定着し、宮崎の自然が守られている 1 43.8%

地域の福祉・医療体制が充実し、安心して暮らせる社会となっている 2 43.7%

家庭や企業など、地域において太陽光発電などの
再生可能エネルギーが身近な存在となっている

3 38.2%

空き店舗や空き家などがリノベーションにより、新たな利用価値が
創出され、中心市街地の賑わいの核として利活用が進んでいる

4 37.6%

高速道路等の道路整備や港湾、空港整備が進み、
交通の利便性が高まっている

5 36.6%

一人ひとりの希望や事情に応じてフルタイム勤務にとらわれない
働き方や、副業・兼業・テレワークなど、個人の持っている能力・技術を
最大限に発揮できる働き方ができるようになっている

1 58.5%

自然や伝統文化、食の魅力などを通じて国内外からの観光客の
増加により、県内経済が活性化している

2 49.1%

都市部から県内に本社機能や研究拠点を移転する企業が増加し、
良質な雇用の場が生まれている

3 48.6%

アウトドア志向や健康志向の高まりにより、アウトドアやゴルフ・
サーフィン等のスポーツを目的とした観光客が増えている

4 47.7%

スポーツの全国大会や世界大会、キャンプ・合宿が県内各地で
盛んに実施され、県内経済が活性化している

5 43.5%

産
業

優先度の高い将来像

人

く
ら
し
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３ 県が取り組むべき施策について 

 

 

 

女性や高齢者、障がい者等の就労支援・働きやすい職場づくり 41.3%

貧困や孤立などの困難を抱える人への支援 35.6%

若者に対する就職支援 32.4%

南海トラフ地震などの発生に備えた防災・減災対策の強化 29.8%

急性期医療から在宅医療までの切れ目ない医療体制の構築 28.5%

結婚から子育てまでのきめ細やかな支援 27.1%

移住・UIJターン施策の促進 24.2%

子どもたちの郷土に対する誇りや愛着の形成促進 19.3%

地域公共交通の維持・確保 16.2%

企業誘致の推進 16.1%

農林水産業の担い手や後継者の育成・確保 15.9%

太陽光や水力、風力など再生可能エネルギーの導入・利用促進 14.7%

地域に必要な道路等の整備・維持管理 13.9%

AIなどの先端技術に対応した産業人材の育成・確保 12.0%

学校教育におけるデジタル化の推進 11.8%

交通安全運動や交通安全教育の推進、通学路など安全な交通環境の整備 11.2%

自然や歴史、伝統文化など地域資源を生かした交流人口の拡大 10.9%

生活習慣病予防や介護予防など健康づくりの推進 10.4%

中山間地域における住民生活・地域経済等の維持 10.2%

様々な人権問題に関する啓発活動による人に優しい社会づくり 9.8%

県民による地産地消の推進 9.7%

スポーツ環境の充実など県民スポーツの推進 9.5%

家庭や学校、企業等における省エネ・環境教育の推進 9.1%

中心市街地の賑わいの創出 8.9%

スポーツキャンプ・合宿や大会誘致による地域活性化 8.7%

芸術・文化活動や生涯学習の機会の拡大 8.6%

NPOや企業、ボランティア等の多様な主体による地域課題解決のための社会貢献活動の促進 8.1%

新たなビジネスに挑戦する個人や企業への支援 7.1%

県産品のブランド力強化や販路拡大 5.6%

成長産業や中核を担う企業の育成など戦略的な産業振興 4.9%

商業施設、病院、公園等の公共的施設のバリアフリー化の推進 4.6%

様々な分野における外国人材の活用 4.0%

様々な産業へのAIやロボットなど先端技術の導入促進 4.0%

鳥インフルエンザなど家畜伝染病に対する対策の強化 2.8%

海外からの観光客の誘致促進 1.7%

県が取り組むべき施策 選択割合

20 年後の本県の将来像を実現するために、今後どのような取組が大事だと思うか調

査しました。 

働きやすい職場環境づくりや貧困・孤立対策、若者就職支援などの項目が優先度の高

い取組であり、ありたい将来像で重要視されている子育て環境が整備された社会や、子

どもや若者などの未来への投資が充実した社会の実現に向けた取組を進めていくこと

が必要です。 
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４ 県民の幸福感について 

 

 

 

 

 

現在、幸福をどの程度感じているか、幸福感を判断する際に重視する点について調査

しました。 

回答者の７割以上が幸福を感じており、自身や家族の健康状況や家族のふれあい、家

計の状況等が幸福を判断する際に重視するという回答が多い結果となっています。 

 家族や地域との絆を大事にする社会、健康で長く活躍することができる社会、地域経

済が活発化している社会をつくっていくことが、県民の幸福感を高めるために重要で

す。 
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幸福感を判断する際に重視するもの ※複数回答あり 

-72-



参考資料４ 県民意識調査の結果の概要（令和３年２月） 
 

各年度の２月頃に県内在住の 18 歳以上約 3,500 人を対象とした県民意識調査を実施し、

県が取り組む施策や日ごろの活動などについて御意見を頂きました。 

 

 

○ 現在住んでいる地域については、８割近くの人が「住み続けたい」と考えており、

「住み続けたい」と考える人の割合が増加傾向にあります。 

○ 年代が高いほど「住み続けたい」と選択している傾向があり、高齢化も要因の一つ

と考えられますが、人口減少が進む中、県民の価値観や幸福感が経済的な豊かさから

心の豊かさを重視するようになり、宮崎の自然や風土、県民性といった経済的な豊か

さだけではない本県が持っている魅力を県民が再評価していると考えられます。 

 

問．今後も現在お住まいの地域に住み続けたいと思いますか。 
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17.9%

21.1%

18.4%

18.5%

12.4%

12.8%

12.4%

12.8%

13.0%

3.6%

3.8%

4.1%

4.4%

3.7%

2.3%

2.2%

2.7%

1.9%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい
どちらともいえない どちらかといえば住み続けたくない
住み続けたくない

93.3%

78.7%

65.0%

61.1%

55.7%

33.0%

4.4%

10.6%

19.1%

17.7%

24.0%

22.7%

1.5%

5.7%

12.0%

12.6%

16.4%

35.1%

0.0%

3.4%

2.5%

6.6%

2.2%

4.1%

0.7%

1.5%

1.4%

2.0%

1.6%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80歳以上

70代

60代

50代

40代

18～29歳

年代別回答（R2）

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい
どちらともいえない どちらかといえば住み続けたくない
住み続けたくない
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○ 令和２年度（２０２０年度）に県が行った県民意識調査では、８割近くの人が「安

心して子どもを生むことができ、子育てを楽しい」と感じられています。 

○ 令和元年度までは、子育てに不安感や負担感を感じている人が６割でしたが、令和

２年度は４割に減少しており、子育てしやすい環境が整えられてきていることがうか

がえます。 

○ より不安感や負担感を感じる人が少なくなるよう、安心して妊娠・出産できる医療

体制の構築、柔軟な働き方の推進や男性の家事・育児への参画拡大など、ライフステ

ージに切れ目なく対応する支援体制づくりが求められます。 

 

問．あなたは、本県は、安心して子どもを生むことができ、子育てを楽しいと感じられる県

だと思いますか。 

※令和元年度以前のデータなし  

 

問．あなたは、子育てに関して不安感や負担感などを感じますか。 

 

 

29.8%

50.7%

9.2%

10.3%

思う

ある程度思う

思わない

分からない

9.0%

26.3%

26.9%

24.6%

23.1%

31.4%

36.7%

35.4%

34.7%

35.2%

18.2%

10.8%

11.6%

12.4%

12.0%

20.6%

12.4%

10.2%

11.3%

13.8%

6.9%

4.0%

4.4%

6.1%

5.7%

13.8%

9.8%

11.4%

10.8%

10.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

非常に感じる なんとなく感じる どちらともいえない
あまり感じない 全く感じない わからない
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○ 週に１～３日運動やスポーツを行う人の割合が約５割となっており、健康の意識が

高まってきていることがうかがえます。 

○ 日頃から文化に親しんでいる人の割合が増加傾向であり、８割以上の人が主に鑑賞

や読書により文化に親しんでいます。 

○ 誰もが生涯にわたって人生を豊かに過ごすために、運動やスポーツに親しむことが

できる環境や文化を身近に感じることのできる地域づくりが求められます。 

 

 問．あなたは、健康や楽しみ等のために、運動・スポーツ（体操やウォーキング（散歩・ぶ

らぶら歩き・一駅歩き等も該当する）等を含む。）を行っていますか。 

 

問．あなたは、日ごろから文化に親しんでいますか。また、どのように親しんでいますか。 

 

27.3%

22.2%

21.8%

21.2%

23.5%

20.6%

20.9%

21.1%

23.4%

21.5%

11.3%

12.6%

13.1%

10.3%

11.0%

3.6%

3.8%

4.2%

4.9%

4.2%

2.7%

2.4%

3.3%

4.5%

3.2%

34.5%

38.1%

36.5%

35.7%

36.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

週に３日以上行っている 週に１～２日程度行っている
月に１～３日程度行っている ３か月に１～２日程度行っている
年に１～３日程度行っている 運動やスポーツはしていない

28.6%

21.8%

18.1%

17.7%

13.0%

30.4%

34.5%

32.8%

32.4%

24.7%

27.4%

30.4%

33.0%

34.0%

45.2%

13.6%

13.3%

16.1%

15.9%

17.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

親しんでいる 少し親しんでいる あまり親しんでいない 親しんでいない

84.3%

83.0%

80.0%

72.0%

58.5%

15.7%

17.0%

20.0%

28.0%

41.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

主に鑑賞や読書により親しんでいる 主に「自らの活動」により親しんでいる
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○ 地産地消を意識している人の割合が約７割となっており、宮崎県産を意識して食材

を購入している人が多いことがうかがえます。 

○ 引き続き、農畜産物をはじめとした県産の食材などを地域内で消費し、地域の経済

循環を高める取組を推進していくことが重要です。 

○ また、食材のみならず、工業製品やエネルギーなど県内で生み出される幅広い商品

やサービスを地産地消していくことも重要です。 

 

  問．食材（農畜産物や水産物）を購入する際、地場産・宮崎県産を意識して購入していま

すか。 

 

○  令和元年度まで、医療体制に満足している人の割合が増加傾向でしたが、令和２年

度は新型コロナウイルスの影響で医療体制が逼迫したことにより、満足度が低下した

ことが考えられます。 

○  緊急時の医療体制の構築や県民の感染症に対する危機意識の醸成など、県民の命と

健康を守る体制づくりが必要です。 

 

問．あなたは、生命や健康を支える本県の医療体制の全般について、満足していますか。 

 

 

8.2%

12.5%

7.1%

7.1%

8.4%

37.8%

38.7%

36.2%

35.1%

33.4%

31.7%

25.8%

30.5%

28.4%

27.9%

15.1%

15.5%

15.1%

18.5%

17.9%

7.1%

7.5%

11.1%

10.8%

12.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

満足している ある程度満足している どちらともいえない
あまり満足していない 満足していない

31.5%

35.7%

31.9%

36.3%

34.7%

43.4%

40.7%

46.4%

43.2%

42.4%

8.7%

6.0%

5.4%

5.4%

6.2%

12.6%

12.8%

12.5%

12.9%

12.4%

3.7%

4.7%

3.9%

2.2%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

常に意識して購入している 時々意識して購入している
どちらともいえない あまり意識していない
全く意識していない
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○ 東日本大震災、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ、霧島山の噴火等の危機事象が

続いていますが、南海トラフなど災害に対する備えをしている人の割合は、５割程度

と備えをしていない人を若干上回る程度となっています。 

○ 県民の命や財産を守るために、利用者の安全や災害時に求められる施設機能の確保

や大規模災害時に対する危機意識の醸成などが重要です。 

 

問．台風、地震等の災害に対する備えをしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7%

2.0%

3.5%

3.9%

3.4%

50.1%

44.9%

40.2%

41.6%

42.2%

38.6%

40.8%

41.6%

38.2%

40.0%

8.7%

12.3%

14.8%

16.3%

14.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R1

H30

H29

H28

十分している ある程度している あまりしていない 全くしていない
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アクションプラン編 
 

（令和５年６月策定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-78-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-79-



アクションプラン推進に当たっての基本姿勢 
 
  本県が目指す将来像を実現するため、アクションプランの推進に当たっては、

次のような姿勢で取り組んでいきます。 
 

１ 未来を展望した施策展開 
 

コロナ禍や物価高騰等からの再生や人口減少問題といった喫緊の課題に対し

て先手先手で必要な対策を講じ、成果を出すことを強く意識して取り組みます。

また、県民誰もが安心と希望を持てるよう、長期ビジョンに掲げる５つのキー

ワード（「持続可能性」、「デジタル・先端技術・イノベーション」、「人材力」、

「地域力」、「きずな・つながり」）を念頭に、本県の強みや特性を最大限に生か

しながら、本県の更なる飛躍に向けた未来志向の施策を展開していきます。 
 

２ 県民本位の現場主義の徹底、対話と協働の推進 
 

   課題解決のヒントは現場にあります。現場主義を徹底し、各地域の実情を自

らの目で確かめることで、多様化・高度化する県民ニーズを的確に捉え、効果

的な施策の実施につなげていきます。 

このため、様々な機会を通じて、県民の皆さんや企業、関係団体、市町村な

どとの対話と協働を重ねながら、相互の信頼関係を深め、オール宮崎の体制で

連携・協働した取組を展開していきます。 
 

３ 常在危機の意識を徹底した県政の推進 
 

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、県民生活や地域経済は大きな影

響を受けてきました。また、令和４年９月の台風第 14 号は、県内各地で土砂災

害や浸水被害等が発生するなど、甚大な被害をもたらしました。 

今後も、高い確率での発生が予想される南海トラフ地震をはじめ、新たな感

染症や家畜伝染病等のリスクへの備えが重要となります。 

過去の大きな代償から得られた教訓を決して風化させることなく、常在危機

の意識を徹底した県政を推進していきます。 
 

４ 効率的な行財政運営の推進 
 

人口減少社会において多様化・高度化する県民ニーズに的確に対応するため

には、限られた人員・財源の中で、効率的な行財政運営を推進していく必要が

あります。 

このため、引き続き人材育成に取り組むとともに、徹底した事務の見直しや

デジタル技術の活用による業務効率化などを図っていきます。 
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プログラムⅠ 

 

コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 
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Ⅰ コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 

政策１ 県民の命や健康を守る地域医療・福祉の充実 

 

 

 

【概要】 
  世界中で猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、本県の医療・介護提供

体制の脆弱性を改めて浮き彫りにしました。今後は新型コロナへの対応を踏まえ、

新たな感染症の発生を想定し対応力を強化するとともに、住み慣れた地域で医

療・福祉サービスを受けることができ、安心して暮らすことができる体制を構築

する必要があります。 

  このため、病床の確保や迅速な検査体制の構築といった医療提供体制・感染予

防体制の充実等を進めるとともに、地域における在宅医療の推進やへき地医療の

機能維持、医療・福祉人材の確保・育成等の取組を強化していきます。 

 
 

重点項目１ 感染症への対応力の強化 
 

【実施内容】 

１ 感染症に関する県民等への迅速かつ的確な情報提供 

２ 
感染症指定医療機関等との連携強化等による病床の確保など 

医療提供体制の更なる充実 

３ 
感染まん延時における迅速な検査体制の構築やワクチン接種体制の確保など 

感染予防体制の充実 

４ 
保健師などの人員確保をはじめとする保健所機能の維持や 

感染症に対応できる人材の確保・育成 

５ 
国・市町村・関係機関等と連携した感染症危機管理体制の強化や 

患者発生を想定した訓練の実施 

６ 医薬品や物資・資材の計画的かつ安定的な確保 
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Ⅰ コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 

重点項目２ 地域における医療・介護提供体制の充実 
 

【実施内容】 

１ 病床の機能分化・連携や地域における在宅医療の推進 

２ 
遠隔診療・出張診察などへき地医療の機能維持やドクターヘリの運航支援など 

救急医療提供体制の確保 

３ 高度・急性期医療等の安定的提供に向けた県立病院の一層の機能強化 

４ 地域包括ケアシステム1の推進 

 
 

重点項目３ 医療・福祉人材の確保・育成対策の強化 
 

【実施内容】 

１ 医師修学資金・研修資金の貸与や地域枠の適正な設定による若手医師の確保・育成 

２ 医師の就労環境整備や勤務負担軽減等の取組推進 

３ 医師の配置調整を通じた若手医師のキャリア形成支援と医師の地域偏在の是正 

４ 看護師や介護福祉士等を対象とした修学資金の貸与による県内就職の促進 

５ 
看護師や介護職員等に対する処遇改善や 

負担軽減・離職防止に向けた労働環境の整備促進 

６ 看護師の特定行為2研修修了者・認定看護師3の養成 

７ 潜在看護師・介護福祉士等の復職支援や外国人材の受入促進 

 

【指標】  

 
1 地域包括ケアシステム：高齢者が介護や支援が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で安

心して生活を送ることができるように、医療・介護・予防・生活支援・住まいの５つのサービスを一体化して提供

し、高齢者を地域全体で支えていく仕組み。 
2 特定行為：診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な判断力や高度で専門的な

知識・技能等が特に必要とされる 38 の行為。 
3 認定看護師：特定の看護分野で、熟練した看護技術と知識を有する者として認定を受けた看護師。 

医療満足度 
 

現況：44.2％（令和４年度） 

▼ 

目標：58.0％（令和８年度） 

中山間地域における常勤医師充足率 
 

現況：71.1％（令和４年度） 

▼ 

目標：81.1％（令和８年度） 

看護職員数（常勤換算数） 
 

現況：20,094 人（令和２年末現在） 

▼ 

目標：20,564 人（令和６年末現在） 

介護職員数 
 

現況：21,730 人（令和３年度） 

▼ 

目標：23,339 人（令和７年度） 
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Ⅰ コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 

政策２ 県民生活・地域経済の早期回復 

 

 

 

【概要】 
  長引くコロナ禍や令和４年の台風第 14 号、さらには国際情勢の不安定化に起

因する原油価格・物価高騰などによって、県民の暮らしや地域経済は深刻な打撃

を受けており、一刻も早く立て直し再び成長軌道に戻していく必要があります。 

  このため、生活困窮者やひきこもり、ヤングケアラーといった困難を抱える人

への支援を充実するとともに、不安や悩みに対する相談体制の充実、自殺対策を

支える人材の育成などに取り組みます。 

  また、コロナ禍で大きく落ち込んだ観光や宿泊、公共交通等について需要喚起

を図るとともに、燃油・資材等高騰対策など、中小企業・小規模事業者の回復を

支援します。 
 

 

重点項目１ 貧困や孤立など困難を抱える人への支援 
 

【実施内容】 

１ コロナ禍等による社会変容への適応に向けた課題の把握・分析 

２ 
生活困窮者の自立相談支援体制の充実及びひきこもりサポーターの養成など 

ひきこもりの方への支援 

３ 職業訓練や県内企業とのマッチングなどを活用した離職者の再就職支援 

４ 
保護者の就労・経済的支援などひとり親家庭やヤングケアラーへの支援充実、 

子どもの貧困対策の強化 

５ 相談・支援体制の充実による児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応 

 

 

重点項目２ 精神保健対策・自殺対策の強化 
 

【実施内容】 

１ 社会情勢等により変化する不安や悩みに対する相談体制の充実 

２ いのちを大切にする教育やＳＮＳの活用など若年層対策の推進 

３ 
ゲートキーパー1など自殺対策を支える人材の育成や 

自殺未遂者・自死遺族への支援 

 

 

 
1 ゲートキーパー：悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人。 
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Ⅰ コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 

 

重点項目３ 中小企業・小規模事業者の支援等による県内経済の回復 
 

【実施内容】 

１ 旅行支援等による観光・宿泊・公共交通の需要喚起 

２ 飲食店・地元商店の利用促進など官民一体となった地産地消・応援消費の推進 

３ 燃油・資材等高騰対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指標】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活保護世帯の子どもの 

高等学校等進学率 
 

現況：91.3％（令和３年度） 

▼ 

目標：94.0％（令和８年度） 

自殺死亡率 

（10万人当たり自殺者数） 
 

現況：19.6 人（令和３年） 

▼ 

目標：17.8 人（令和８年） 

県内総生産（名目） 
 

現況：３兆 7,219 億円（令和元年度） 

▼ 

目標：３兆７千億円台（令和６年度） 
（令和元年度の水準を維持） 
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Ⅰ コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 

政策３ 魅力あふれる「観光みやざき」の創生 

 

 

 

【概要】 
  新型コロナウイルス感染症への対応は規制から共生へと移行し、それに伴って、

観光客をはじめとする人の流れはコロナ前に戻りつつあります。このような中、

いかに差別化を図り、本県が選ばれる地域となるかが重要であり、本県の魅力を

磨き、効果的に発信していく必要があります。 

  このため、Ｇ７宮崎農業大臣会合等の世界的なイベントを契機とする本県の特

性を生かした観光プロモーションの実施や、国内外の観光客が快適に旅行できる

ソフト・ハード両面からの受入体制の強化等に取り組みます。 

  また、スポーツ施設・宿泊施設等の受入環境の充実やスポーツ合宿・大会の積

極的な誘致、スポーツツーリズム1の推進などにより、「スポーツランドみやざき」

の更なるブランド力の向上を目指します。 
 

 

重点項目１ 「観光みやざき」の魅力発信と基盤づくり 
 

【実施内容】 

１ 
Ｇ７宮崎農業大臣会合や宮崎県人会世界大会2等のイベント・レガシーの活用や 

世界農業遺産をはじめとする世界ブランド等の多彩な魅力の発信 

２ ５つのＳ（食・スポーツ・自然・森林・神話）等を生かした観光プロモーション 

３ 
隣県等との連携による周遊ルートの形成や二次交通対策など 

ソフト・ハード両面からの受入体制の強化 

４ 
新たな体験メニューの開発・充実や新しい観光スタイルに対応した 

周遊・滞在型観光の推進 

５ 
観光サービスの高付加価値化と地域の自然や伝統文化などに配慮した 

持続可能な観光への取組の推進 

６ 良好な景観の保全・創出・活用による「美しい宮崎づくり」の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 スポーツツーリズム：スポーツを見に行くための旅行やそれに伴う周辺観光、スポーツを支える人々との交
流などスポーツに関わる様々な旅行。 
2 宮崎県人会世界大会：国内外の宮崎県人会の活性化を図り、本県の更なるプロモーション展開の契機と
するため、置県 140 年となる令和５年（2023 年）に開催されるイベント。 
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Ⅰ コロナ禍・物価高騰等からの宮崎再生 

 

重点項目２ 外国人観光客の誘客強化とみやざきＭＩＣＥ1の推進 
 

【実施内容】 

１ 
外国人観光客が快適に旅行できる受入環境の整備や 

効果的なデジタルプロモーションの実施 

２ 
東アジアを重点地域とした誘客・リピーターの拡大と 

欧米豪や富裕層など新規市場の開拓 

３ 
Ｇ７宮崎農業大臣会合を契機とした大規模ＭＩＣＥから 

企業研修などの小規模ＭＩＣＥまで多様なＭＩＣＥの誘致・全県展開 
 

 

重点項目３ 国際水準のスポーツの聖地「スポーツランドみやざき」の

ブランド力向上 
 

【実施内容】 

１ 国スポ・障スポに向けた各種競技会場の整備・改修 

２ 誰もがスポーツを楽しめるスポーツ施設・宿泊施設等の受入環境の充実 

３ 屋外型トレーニングセンター等を活用したスポーツ合宿・大会の積極的な誘致 

４ サイクリング・サーフィン・ゴルフ等のスポーツツーリズムの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【指標】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ＭＩＣＥ：Meeting（企業等の会議）、Incentive Travel（企業等の報奨・研修旅行）、Convention（国際会議

等）、Exhibition/Event（展示会・イベント）の総称。 

観光入込客数 
 

現況：1,013 万人回（令和３年） 

▼ 

目標：1,650 万人回（令和８年） 

観光消費額 
 

現況：1,051 億円（令和３年） 

▼ 

目標：1,950 億円（令和８年） 

外国人延べ宿泊者数 
 

現況：１万人泊（令和３年） 

▼ 

目標：36 万人泊（令和８年） 

県外からのキャンプ・合宿延べ参加者数 
 

現況：12.9 万人（令和３年度） 

▼ 

目標：25 万人（令和８年度） 
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プログラムⅡ 

 

希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 
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Ⅱ 希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 

 

 

 

 

 

【概要】 
  人口減少・少子高齢化をはじめ、グローバル化やデジタル化の進展、世界規模

の気候変動など本県を取り巻く情勢は大きく変化しています。 

このような中にあって、県民誰もが楽しさや幸せを実感できる社会を実現して

いくためには、目前の課題に機動的に対応するだけではなく、中長期的な視点に

立って、夢や希望につながる種を蒔いていくことも重要です。 

このため、デジタル化や脱炭素化による社会経済活動の変化、人口減少・高齢

社会に対応したまちづくり、将来世代の新たな学びの環境づくりなど、今後の社

会のあり方を展望しながら、安心と希望ある未来へと飛躍するための礎づくりに

挑戦していきます。 
 
 

【実施内容】 

１ 医療や交通、行政など様々な分野のデータ連携によるスマートシティ1の推進 

２ 100％再生可能エネルギーで賄う脱炭素の地域づくりの推進 

３ 駅や商店街等を核とした「歩いて楽しめる」まちづくりの推進 

４ 
社会的・地理的な制約を克服し、子どもたちが生き生きと学ぶことができる 

環境づくり 

５ 
空き家の利活用や副業・兼業、クラウドファンディング2など 

シェアリングエコノミー3の推進 

６ 
ＧＸ4（グリーントランスフォーメーション）に取り組む企業の支援など 

サステナビリティ経営の推進 

７ 
次世代モビリティ5（自動走行車など）やメタバース（仮想空間）等の 

未来技術の活用検討 

 

 

 

 

 
1 スマートシティ：ICT 等の新技術を活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)の高度化により、都市

や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域。 
2 クラウドファンディング：インターネットを介して不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達すること。 
3 シェアリングエコノミー：個人・企業等の間でモノ・場所・知識・スキルなどを提供したり、共有したりする新しい

経済モデル。 
4 ＧＸ：化石燃料ではなく太陽光発電などのクリーンエネルギーを利用し、経済社会システムや産業構造を

変革して温室効果ガスの排出削減と産業競争力向上の両立を目指す概念。 
5 次世代モビリティ：自動運転に代表される先端テクノロジーを活用した進化型の移動手段。 

政策１ 希望ある未来への挑戦 
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Ⅱ 希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０４０年の社会（出典：文部科学省「令和２年版科学技術白書」） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （ＤＸ体験展示会）           （道路空間利活用の社会実験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（シェアリングエコノミー／空き家の利活用）      （仮想空間の利活用） 

-92-



Ⅱ 希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 

政策２ 交通・物流ネットワークの維持・充実 

 

 

 

【概要】 
  人口減少下にあっても、日常生活に必要なサービス・機能の維持や県内産業の

成長・発展など、本県の社会や経済を持続可能なものとしていくためには、ひと

やモノの流れを支える基盤づくりが重要です。 

このため、高速道路などの高規格道路1の整備促進や港湾機能の強化、陸海空に

おける公共交通の利便性向上、将来にわたって持続可能な地域交通網の構築など

交通・物流ネットワークの維持・充実に取り組みます。 
 

 
 

【実施内容】 

１ 
高規格道路のミッシングリンク2の解消及び 

高速道路（有料区間）における暫定２車線区間の４車線化 

２ 岸壁整備による海上輸送・物流拠点としての港湾機能の強化 

３ 
路線バスやＪＲ吉都線・日南線の利用促進、運行の最適化・効率化などによる 

持続可能な地域交通網の構築 

４ 
ＪＲ日豊本線の高速化や東九州新幹線の整備計画路線への格上げなど 

幹線鉄道網の整備促進に関する要望活動の実施 

５ 
新船の強みを生かした旅客・貨物の確保などによる 

長距離フェリー航路の安定的な維持に向けた取組支援 

６ 
荷寄せによる貨物の集約化や陸上トラック輸送から海上・鉄道輸送への 

モーダルシフト3の促進 

７ 国内航空路線の維持・充実と新規路線の誘致 

８ 
国際航空路線の定期便の早期再開に向けたチャーター便誘致と 

ＣＩＱ4等の受入体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 高規格道路：高規格幹線道路（東九州自動車道、九州中央自動車道等）と地域高規格道路（宮崎東環
状道路、都城志布志道路等）を指す。 
2 ミッシングリンク：未開通区間。 
3 モーダルシフト：トラック等の自動車で行われている貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと
転換すること。 
4 ＣＩＱ：税関(Customs)、出入国管理(Immigration)、検疫所(Quarantine)の略で、貿易上必要な手続き・施
設。 
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Ⅱ 希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 
 

 高規格道路整備率 

 
 

現況：80.1％（令和４年度） 

▼ 

目標：81.5％（令和８年度） 

広域的な路線バスの利用者数 

 
 

現況：232.3 万人（令和４年度） 

▼ 

目標：320 万人（令和８年度） 

鉄道の平均通過人員 

（日南線、吉都線） 
 

現況：日南線 594 人 

   吉都線 408 人（令和２年度） 

▼ 

目標：日南線 700 人 

   吉都線 500 人（令和７年度） 

フェリー利用者数（一般旅客数） 

フェリー貨物輸送量（ﾄﾗｯｸ台数） 
 

現況：一般旅客数 9万 4,609 人 

ﾄﾗｯｸ台数 6 万 1,036 台（令和４年度） 
▼ 

目標：一般旅客数 13 万人 

ﾄﾗｯｸ台数 7.2 万台（令和８年度） 

宮崎空港の乗降客数 
 

現況：139 万人（令和３年度） 

▼ 

目標：350 万人（令和８年度） 
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Ⅱ 希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 

政策３ 命や暮らしを守る災害に強い県づくり 

 

 

 

【概要】 
  本県は、風水害や土砂災害、地震災害、火山災害などの影響を受けやすい地理

的条件等を有しており、世界規模の気候変動による自然災害の激甚化・頻発化や

将来の発生が想定されている南海トラフ地震等への備えを更に強化していく必

要があります。 

このため、県土強靱化に向けた公共施設等の整備・改修や長寿命化のほか、防

災知識・防災意識の普及啓発や、地域防災や災害医療・福祉を担う人材の確保・

育成など、ハード・ソフト両面から防災・減災対策に取り組むことにより、災害

に強いみやざきづくりを推進します。 
 
 

重点項目１ 災害に強い県づくり 
 

【実施内容】 

１ 
土砂災害危険箇所等における砂防施設等の整備や洪水等による 

浸水被害防止・軽減に向けた河川施設等の整備、港湾・漁港施設の防災対策の推進 

２ 災害時の避難・救助、復旧活動等を支える緊急輸送道路ネットワークの整備推進 

３ 新たな拠点施設の整備等による災害用備蓄物資の安定供給体制の強化 

４ 
民間の資本やノウハウ、デジタル技術等を活用した 

公共施設等の適正なマネジメントの推進 

５ 県民生活の早期安定に向けた迅速な復旧・復興や生活再建等の支援 
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Ⅱ 希望ある未来への飛躍に向けた基盤づくり 

 

重点項目２ 災害に強い人づくり・地域づくり 
 

【実施内容】 

１ 
学校と地域、関係機関が連携した防災教育の推進など 

防災知識や防災意識の普及啓発、地域における防災活動の支援 

２ 中小企業等の実情に応じたＢＣＰ1や市町村災害時受援計画等の策定支援 

３ 消防団員や防災士、建設産業の担い手など地域防災の中核となる人材の確保・育成 

４ 
自家発電機能の強化など災害拠点病院をはじめとする 

医療機関の災害対応機能の充実 

５ ＤＭＡＴ2やＤＷＡＴ3など災害医療を担う人材や福祉支援を行う人材の確保・養成 

６ 市町村の消防指令業務の共同運用化への支援 

 

 

【指標】 

 
1 ＢＣＰ：Business Continuity Plan（事業継続計画）の略称で、自然災害等の緊急時に被害や損害を最小
限に抑えるため、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための手段等を取り決めておく計画。 
2 ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team(災害派遣医療チーム)の略称。医師や看護師、業務調整
員で構成され、大規模災害などの現場に派遣される、専門的な訓練を受けた医療チーム。 
3 ＤＷＡＴ：Disaster Welfare Assistance Team（災害福祉支援チーム）の略称。一般避難所で災害時要
配慮者に対し、生活機能の維持（低下防止）などの福祉支援を行う民間の福祉専門職で構成するチーム。 

緊急輸送道路改良率 
 

現況：85.0％（令和４年度） 

▼ 

目標：85.5％（令和８年度） 

河川改修が必要な区間の河川整備率 
 

現況：50.1％（令和３年度） 

▼ 

目標：51.1％（令和８年度） 

防災士の数 
 

現況：6,674 人（令和４年度） 

▼ 

目標：8,261 人（令和８年度） 

災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)数 
 

現況：33 チーム（令和４年度） 

▼ 

目標：35 チーム（令和８年度） 

災害に対する備えをしている人の割合 
 

現況：57.5％（令和４年度） 

▼ 

目標：85.0％（令和８年度） 

市町村災害時受援計画の策定数 
 

現況：20 自治体（令和４年度） 

▼ 

目標：26 自治体（令和８年度） 

港湾の防波堤等整備 

 
 

現況：7,816ｍ（令和３年度） 

▼ 

目標：9,648ｍ（令和８年度） 

令和４年台風第 14号災害からの 

復旧率（箇所数ベース） 
 

現況：3.9％（令和４年度） 

▼ 

目標：100％（令和７年度） 
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プログラムⅢ 

 

「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

政策１ 子どもを生み育てやすい県づくり 

 

 

 

【概要】 
  出生数の減少は次代を担う若者の減少につながり、このままでは地域経済の縮

小のほか、地域の文化や防災・防犯の担い手不足など、生活のあらゆる面に大き

な影響を及ぼすことが懸念されます。 

このため、出生数の回復に向け、結婚支援や妊娠・出産に関する相談体制の充

実など結婚・出産の希望がかなう環境づくりに取り組むとともに、子育て支援施

策に関する情報提供や子育て支援体制の整備、男性の家事・育児等への参画推進

など、安心して子育てしやすい環境づくりを推進します。 

 

 

重点項目１ 結婚・出産の希望がかなう環境づくり 
 

【実施内容】 

１ 外部有識者等による議論を踏まえた少子化対策の強化 

２ みやざき結婚サポートセンター等による出会いの機会の創出 

３ 
女性専門相談センターや不妊専門相談センターなど 

妊娠・出産に関する相談体制の充実 

４ 不妊治療への理解促進に向けた啓発や不妊治療等を受ける夫婦への経済的支援 

５ 地域分散型の周産期医療体制の更なる充実と現在の機能の維持 

６ 産婦人科医・小児科医の確保・育成 

７ 
従業員への理解・サポート制度の充実など 

出会い・結婚支援に取り組む企業等への支援 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

 

重点項目２ 安心して子育てしやすい環境づくり 
 

【実施内容】 

１ 
子育て支援施策に関する情報提供やライフデザイン事業などによる 

子育てに係る不安や負担の軽減 

２ 
みやざき家庭教育サポートプログラム1の活用及び子どもの食・健康など 

子育てに関する情報提供等による親等の子育て力の向上 

３ 子育て支援拠点や放課後児童クラブなど地域の子育て支援体制の整備 

４ 
修学資金の貸付けや業務のＩＣＴ化支援による労働環境の改善など 

保育士等の安定的な確保 

５ 
幼児教育センターの設置による幼保小連携・接続の強化や 

保育士・幼稚園教諭の研修の充実 

６ 
男性の家事・育児等への参画推進、柔軟な働き方の導入など 

子育て支援に取り組む企業等への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

 
1 みやざき家庭教育サポートプログラム：参加者同士が交流しながら、親としての役割や子どもとのかかわり

方、地域の親子の支援の仕方についての気づきを促すことをねらいとした学習プログラム。 

合計特殊出生率 
 

現況：1.64（令和３年） 

▼ 

目標：1.8 台（令和８年） 

みやざき結婚サポートセンターを 

通じた成婚数（累計） 

 
 

現況：136 組（令和４年度） 

▼ 

目標：204 組（令和８年度） 

病児保育事業実施施設数 
 

現況：32 か所（令和４年度） 

▼ 

目標：35 か所（令和８年度） 

育児休業取得率 
 

現況：男性 25.8％ 

女性 98.4％（令和４年度） 

▼ 

目標：男性  50％ 

女性 100％（令和８年度） 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

政策２ 未来を担う子どもたちの育成 

 

 

 

【概要】 
  デジタル技術の拡大や社会の価値観の変化、グローバル化の進展など、変動が

激しく、複雑で予測困難な時代にあって、子どもたちがそれぞれの能力や可能性

を伸ばすことで、将来に夢や希望を持ち、本県の未来を切り拓いていく原動力と

して成長していくことが重要です。 

  このため、基礎的な学力・体力とともに、学校・家庭・地域等の連携により、

主体性や柔軟な思考力、創造力、グローバルな視点など、これからの時代に必要

となる力を育む教育や、「みやざき愛」の醸成、キャリア教育に取り組みます。 
 

 

重点項目１ 新たな時代を生き抜く力を育む教育の推進 
 

【実施内容】 

１ 「主体的・対話的で深い学び」の推進による自ら学ぶ力や生きる力の育成 

２ ＳＴＥＡＭ教育1やＥＳＤ2など教科・分野横断的な学習の推進 

３ 国際交流の充実や高校生の海外留学支援などによるグローバル教育の推進 

 

 

重点項目２ ふるさと学習やキャリア教育の充実 
 

【実施内容】 

１ 
コミュニティ・スクール3等の活用による 

郷土に対する誇り・愛着を育むふるさと学習の充実 

２ 発達の段階に応じたキャリア教育・職業教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ＳＴＥＡＭ教育：Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学・ものづくり）、Arts（芸術・リベラルア

ーツ）、Mathematics（数学）の 5 つの単語の頭文字を組み合わせた教育概念。各教科等での学習を実社会

での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習。 
2 ＥＳＤ：Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育）の略。持続可能な開

発を実現するために発想し、行動できる人材を育成する学習・教育活動。 
3 コミュニティ・スクール：校長、保護者、地域住民で構成する「学校運営協議会」を設置し、学校運営に地域

の声を生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができる仕組み。 

-101-



Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 
 

 
 
 
 
 
 

全国学力調査における 

全国との平均正答数の比較 

（全国を 100 とした指数） 
 

現況：97.0（令和４年度） 

▼ 

目標：103.0（令和８年度） 

科学の甲子園 

全国大会の順位 

 
 

現況：21 位（令和４年度） 

▼ 

目標：10 位以内（令和８年度） 

県内高校生の留学者数 

（短期・長期留学） 
 

現況：61 人（令和４年度） 

▼ 

目標：300 人（令和８年度） 

将来の職業や生き方を考えている 

中学３年生の割合 
 

現況：87.1％（令和４年度） 

▼ 

目標：90.0％（令和８年度） 

ふるさとが好きだという 

児童生徒の割合 
 

現況：87.8％（令和４年度） 

▼ 

目標：91.7％（令和８年度） 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

政策３ 一人ひとりが自分らしく生き生きと活躍できる共感・共生社会づくり 

 

 

 

【概要】 
  私たちの社会は、家庭や職場、地域等において、人や集団の関わりの中で築き

上げられてきたものです。これからも、女性や高齢者、障がい者、外国人など、

様々な人々が集い、共感や思いやりの心をもち助け合いながら、それぞれの個性

や能力を発揮できる社会づくりを進めていくことが重要です。 

  このため、キャリアアップ支援や働きやすい職場環境づくり等による女性活躍

の推進のほか、障がい者や高齢者が活躍できる環境づくり、国際交流の推進等に

よる外国人との共生社会づくりに取り組みます。 
 

 

重点項目１ 女性も輝く地域づくり 
 

【実施内容】 

１ 相談対応の充実やセミナーの開催など就職・就業、キャリアアップの支援 

２ 性別によって役割を固定化する意識の解消に向けた取組の推進 

３ 女性が働きやすい職場環境づくりの推進 

 

 

重点項目２ 障がい者が自立し、安心して暮らせる共生社会づくり 
 

【実施内容】 

１ 
障がいの正しい理解についての企業・県民等への普及啓発の強化及び 

生活や就業に関する相談対応・職場定着支援の充実 

２ 
県立こども療育センターの機能強化及びショートステイ1の受入れ促進など 

在宅サービスの充実 

３ 本県初の「高等特別支援学校」の複数校設置による職業教育の充実 

 

 

重点項目３ 高齢者が生き生きと活躍できる環境づくり 
 

【実施内容】 

１ ＮＰＯやボランティア活動に関する情報提供や相談体制の充実 

２ シニアインターンシップの実施や就職面談会の開催など就業機会の確保 

 

 

 
1 ショートステイ：施設に短期間宿泊し、介護や生活支援を受けられるサービス。 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

 

重点項目４ 外国人と共生する社会づくり・国際交流の促進 
 

【実施内容】 

１ 
外国人住民への支援や地域住民への意識啓発等を通じた 

多文化共生社会づくりの推進 

２ 宮崎県人会世界大会を契機とした交流の強化などによる国際交流の推進 

３ 学校教育における外国人児童・生徒のサポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 
 

 

 
 
 
 

宮崎県は人権が尊重されていると 

思う人の割合 
 

現況：46.7％（令和４年度） 

▼ 

目標：55.0％（令和８年度） 

福祉施設から一般就労に移行する障が

い者数 
 

現況：202 人（令和３年度） 

▼ 

目標：259 人（令和８年度） 

外国人住民が暮らしやすいと 

感じる割合 
 

現況：92.2％（令和３年度） 

▼ 

目標：100％（令和８年度） 

国際交流関連行事・活動に 

参加したことのある人の割合 
 

現況：14.0％（令和４年度） 

▼ 

目標：20.0％（令和８年度） 

性別によって役割を固定化すべきでな

いと考える人の割合 
 

現況：64.7％（令和４年度） 

▼ 

目標：75.0％（令和８年度） 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

政策４ 健康・学び・スポーツ・文化の充実 

 

 

 

【概要】 
  ライフスタイルや価値観が多様化する中、県民一人ひとりが健康で豊かな暮ら

しを楽しむことができる社会にしていくことが重要です。 

  このため、社会全体で県民の健康を守り支える環境づくりや、全世代が学び続

けることのできる生涯学習の推進に取り組みます。 

  また、年齢・性別・障がいの有無などに関わらず、県民誰もが希望に応じてス

ポーツや文化活動を楽しむことができる環境を充実させるとともに、スポーツの

競技力向上や文化交流活動の充実にも取り組みます。 
 

 

重点項目１ 疾病予防・健康づくりの推進 
 

【実施内容】 

１ 
ベジ活1・へらしお2や運動習慣の定着、こころの健康など 

若い世代からの自主的な健康づくりの推進 

２ 健康経営の普及を通じた働く世代の健康づくりの推進 

３ 
特定健康診査3や特定保健指導4の実施率向上など 

病気の発症・重症化予防に向けた取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

重点項目２ 生涯を通じて学び続けられる環境づくり 
 

【実施内容】 

１ 市町村、企業、高等教育機関やＮＰＯ等との連携強化による生涯学習の推進 

２ 
「読書県みやざき」など、県民の文化活動の活性化に向けた 

社会教育施設の整備・機能の充実 

 
1 ベジ活：生活習慣病予防のために、野菜の摂取量を１日１００ｇ増やす活動・生活。 
2 へらしお：生活習慣病予防のために、塩分の摂取量を１日２ｇ減らす活動・生活。 
3 特定健康診査：生活習慣病の予防のために、医療保険者が 40～74 歳の被保険者と被扶養者に対して
毎年実施する健康診査。 
4 特定保健指導：特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善効果が見込める
者に対し、そのリスクに応じて行われる保健指導。 
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Ⅲ 「みやざき」の未来を創る人材の育成・活躍 

 

重点項目３ 県民のスポーツ活動・交流の促進 
 

【実施内容】 

１ 総合型地域スポーツクラブの設立・育成の支援などスポーツの場所と機会の提供 

２ スポーツ大会や各種教室等の開催など障がい者スポーツの推進 

３ 宮崎ねんりんピックの開催など高齢者スポーツの推進 

４ 社会人アスリートの雇用の受け皿づくり 

５ 
練習環境の整備・充実や優秀指導者の確保など 

国民スポーツ大会に向けた競技力向上 

６ 
全国障害者スポーツ大会への選手派遣や指導者養成など 

障がい者スポーツの競技力向上 

 

重点項目４ 県民の文化活動・交流の促進 
 

【実施内容】 

１ 
宮崎国際音楽祭などの公演や美術展等の開催、県民の鑑賞機会の充実等による 

文化に親しむ機会の創出 

２ 県民芸術祭など文化活動の成果発表や創作活動を行える環境づくり 

３ 
地域ならではの文化資源の保存・継承・活用の推進や 

文化資源の掘り起こし・磨き上げによる新しい文化の創造 

４ 障がい者芸術文化活動の促進による多様な価値の創出 

５ 神楽のユネスコ無形文化遺産登録を目指す取組の推進 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【指標】 

 

特定健康診査実施率 
 

現況：49.9％（令和２年度） 

▼ 

目標：70.0％（令和６年度） 

成人の週１回以上のスポーツ実施率 
 

現況：50.6％（令和４年度） 

▼ 

目標：60.0％（令和８年度） 

日頃から生涯学習に 

取り組んでいる人の割合 
 

現況：53.4％（令和４年度） 

▼ 

目標：60.0％（令和８年度） 

日頃から文化に親しむ県民の割合 
 

 

現況：70.6％（令和４年度） 

▼ 

目標：75.0％（令和８年度） 
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プログラムⅣ 

 

社会減ゼロへの挑戦 
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Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

政策１ 若者・女性の県内就業・県内定着の促進 

 

 

 

【概要】 
  将来にわたって地域の機能を維持し、地域経済を活性化していくためには、特

に県外流出の大きい若者や女性に選ばれ、暮らし、働くことの楽しさや幸せを実

感できる環境にしていくことが重要です。 

  このため、働きやすい職場環境やキャリアアップ体制の整備、魅力ある雇用の

創出等を図るとともに、その情報を届ける仕組みを構築するなど、若者や女性の

県内就業・県内定着に取り組みます。 
 

 

重点項目１ 「みやざきで暮らし、働く」良さの創出と情報発信 
 

【実施内容】 

１ 
若者向けの就職情報サイトの活用など 

若者や保護者に県内で働くことの魅力を届ける仕組みづくり 

２ 
福利厚生の充実やキャリアアップ体制の整備など 

若者に魅力ある働きやすい職場環境の整備 

３ インターンシップや企業見学会、職場体験等の一層の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

重点項目２ 若者・女性の県内就職の促進 
 

【実施内容】 

１ 
若者と企業の人材ニーズを結びつける役割等を担う 

「産業人財育成プラットフォーム1」の取組強化 

２ 県内外就職説明会の実施など県内企業と若者のマッチング支援 

３ 
奨学金返還支援の対象拡大（大学生等から高校生にまで拡大）等による 

県内定着の促進 

４ 若者・女性等に魅力ある雇用の場を創出するための積極的な企業誘致 

 
1 産業人財育成プラットフォーム：産学金労官が連携して、本県産業を担う中核的な産業人財を育成・確保

するための基盤となる組織。 
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  Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

 

 

 

 

 

 

社会動態 ※前年 10 月 1 日から当年 9 月 30 日までの 1 年間の社会動態 
 

現況：全体 －1,072 人   15～29 歳 －2,434 人（令和４年） 

▼ 

目標：全体 ０人 15～29 歳 －2,000 人台（令和８年） 

県内高校新卒者の県内就職割合 
 

現況：62.5％（令和４年３月卒） 

▼ 

目標：70.0％（令和８年３月卒） 

県内大学等新卒者の県内就職割合 
 

現況：46.8％（令和４年３月卒） 

▼ 

目標：55.0％（令和８年３月卒） 
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Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

政策２ みやざき回帰・県外からの移住の促進 

 

 

 

【概要】 
  一時拡大した地方回帰・分散の動きが、コロナの収束とともに再び都市圏への

集中へと戻りつつある中、引き続き宮崎に目を向け、移住先として選んでもらう

ためには、他自治体との差別化を図るとともに、本県の強みや魅力を効果的に発

信していくことが重要です。 

  このため、都市圏を中心とした移住相談対応などを通して、宮崎で暮らすこと

の良さをＰＲするとともに、移住・定住に向けた住居支援や移住後のフォローア

ップ支援など、一貫した支援に取り組みます。 

また、国内県人会など県外のネットワークを活用した積極的な情報発信による

宮崎ファンづくりを進め、関係・交流人口の拡大を図ります。 

 

 

重点項目１ 移住・ＵＩＪターンの促進 
 

【実施内容】 

１ 
宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンター等における相談対応や 

移住相談会・セミナーの実施 

２ 空き家等を活用した住居支援など受入体制の充実や就業に必要な支援 

３ 移住後のフォローアップ強化による移住者の定着促進 

 

 

重点項目２ 関係人口・交流人口の拡大 
 

【実施内容】 

１ 
豊かな自然環境を生かしたワーケーションや農泊、森林セラピーなど 

グリーンツーリズム1の推進 

２ 本県出身者等に本県情報を届ける仕組みやネットワークづくり 

 

 

 
1 グリーンツーリズム：農山漁村地域において、自然や文化に触れ、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活

動。 
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  Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

 

 

【指標】 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ふるさと宮崎人材バンクを通じた 

県内就職者数 
 

現況：193 人（令和４年度） 

▼ 

目標：260 人（令和８年度） 

自治体施策を通じた 

ワーケーション受入数 
 

現況：374 人（令和３年度） 

▼ 

目標：780 人（令和８年度） 

移住施策による移住世帯数 

 
 

現況：2,668 世帯（平成 30～令和３年度） 

▼ 

目標：4,000 世帯（令和５～８年度） 
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Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

政策３ 安心して住み続けられる持続可能な地域づくり 
 

 

 

 

 

 

【概要】 
  人口減少下においても、住み慣れた地域で安心して住み続けていくためには、

人と人とのつながりを基本としながら、デジタル技術等を積極的に利用し、生活

機能を維持していくことが重要です。 

  このため、特に中山間地域においては、複数の集落が相互に連携・補完し合い

ながら、日常生活に必要な機能やサービスを維持・確保する仕組みづくりを進め

るほか、魅力的な雇用の場の確保や担い手の育成等に取り組みます。 

また、デジタル・ガバメント1やゼロカーボン社会の推進、交通安全対策や防犯

対策など、県民誰もが安心して暮らせる地域づくりにも取り組みます。 
 

 

重点項目１ 「宮崎ひなた生活圏づくり2」の推進 
 

【実施内容】 

１ 地域課題の解決に取り組む人材の育成や地域運営組織3の形成促進 

２ 
デマンド型交通4の導入や、貨客混載などの既存輸送サービスの利活用等による 

生活に必要な移動手段の確保 

３ 
遠隔診療や遠隔教育等の普及に向けた 

５Ｇなどの高速・大容量の情報通信基盤の整備促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 デジタル・ガバメント：デジタル技術を駆使して実現された効率的な行政サービス。 
2 宮崎ひなた生活圏づくり：将来にわたって住み慣れた地域に安心して住み続けるため、複数の集落におけ

る交通・物流のネットワーク化などにより、日常生活に必要なサービス・機能を維持・確保していく仕組みづくり。 
3 地域運営組織：地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域課題の解決・

改善に向けた取組を持続的に実践する組織。 
4 デマンド型交通：バスや電車などのようにあらかじめ決まった時間帯に決まった停留所を回るのではなく、

予約を入れて指定された時間に指定された場所へ送迎する交通サービス。 
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Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

重点項目２ 中山間地域の振興 
 

【実施内容】 

１ 
「特定地域づくり事業協同組合1」の設立支援などによる 

中山間地域の産業を支える担い手の確保・育成 

２ 情報通信業など中山間地域への企業誘致の促進等による雇用の場の確保 

３ 新たな技術や手法の導入促進や、地域の資源・特性を生かした産業の振興 

４ 
日本型直接支払制度2の活用や鳥獣被害対策等を通じた農地保全による 

多面的機能の発揮 

 

 

重点項目３ 県民本位のデジタル・ガバメントの推進 
 

【実施内容】 

１ 行政手続きのオンライン化による行政サービスの向上 

２ 
市町村と連携したマイナンバーカードの普及啓発や 

マイナンバーカードの更なる利活用の推進 

３ 県民や市町村間における情報格差の是正 

 

 

重点項目４ ゼロカーボン社会づくり 
 

【実施内容】 

１ 
省エネ設備の導入促進や電動車（ＥＶ3、ＦＣＶ4等）の普及啓発等による 

省エネルギーの推進 

２ リサイクルなど４Ｒ5の取組による省資源の推進 

３ 県内に存在する多様な地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入拡大 

４ 再造林対策の強化や新たな木材需要の創出等による資源循環型林業の推進 

５ 
農林水産資源の循環利用など 

地域における循環経済6（サーキュラーエコノミー）の促進 

 

 
1 特定地域づくり事業協同組合：人口急減地域において、複数の仕事を組み合わせて年間を通じた雇用を

創出し、地域の担い手を確保する仕組み。 
2 日本型直接支払制度：農業・農村の持つ多面的機能（国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成

など）の維持・発揮を促進するための地域活動や営農活動に対する支援制度。 
3 ＥＶ：Electric Vehicle（電気自動車）の略で、自宅や充電スタンドなどで車載バッテリーに充電を行い、モ

ーターを動力として走行する自動車。 
4 ＦＣＶ：Fuel Cell Vehicle（燃料電池自動車）の略で、燃料電池内で水素と酸素の化学反応によって発電

した電気エネルギーでモーターを回して走行する自動車。 
5 ４Ｒ：Refuse（発生回避）、Reduce（排出抑制）、Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）のゴミを減らす４つの

取組。 
6 循環経済：従来の廃棄物・環境対策にとどまらず、活動のあらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を

図りつつ、付加価値の最大化を目指す経済。 
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Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目５ 交通事故や犯罪が起こりにくい地域づくり 
 

【実施内容】 

１ 
県民の交通安全意識の向上と交通ルールの遵守に向けた取組や 

年齢・個々の特性に応じた交通安全教育の推進 

２ 
高齢者講習の受講枠拡大による円滑な実施や高齢者の制限運転1の推進、 

運転免許証を自主返納しやすい制度づくり 

３ 
道路拡幅や自転車通行空間2・歩道の整備、交通安全施設の整備・更新及び 

地域の交通事情等に即した交通規制の実施 

４ 
特殊詐欺やＤＶ3事案への対応、消費者教育の充実など 

高齢者・女性・子どもを守る取組の強化や犯罪被害者等の支援 

５ 
サイバー犯罪の取締り等の強化や県民への意識啓発など 

安全で安心なサイバー空間の確保に向けた対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 制限運転：高齢運転者が自身の体調や運動能力を把握し、運転の時間帯や場所などについて、自らあら

かじめ一定のルール(制限)を設け、それを守ることで、交通事故の危険性を低減させる取組。 
2 自転車通行空間：自転車の安全で快適な通行と歩行者の安全性を高めるために設置される「自転車道」

や「普通自転車専用通行帯（自転車レーン）」など。 
3 ＤＶ：Domestic Violence の略。配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を

指す。 
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Ⅳ 社会減ゼロへの挑戦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

これからも住み続けたいと 

思う人の割合 
 

現況：80.6％（令和４年度） 

▼ 

目標：85％以上（令和８年度） 

特定地域づくり事業協同組合の 

設立数（累計） 
 

現況：２組合（令和４年度） 

▼ 

目標：７組合（令和８年度） 

新たに住民主体で取り組む 

生活支援サービス等の取組数（累計） 
 

現況：19（令和４年度） 

▼ 

目標：27（令和８年度） 

行政手続電子化率 

（手続き数ベース） 
 

現況：3.4％（令和３年度） 

▼ 

目標：70％以上（令和８年度） 

温室効果ガス排出量の削減率 

（対平成 25 年度比） 
 

現況：28.3％（令和元年度） 

▼ 

目標：38.2％（令和６年度） 

電力消費量に占める 

再生可能エネルギー電力量割合 
 

現況：60.0％（令和３年度） 

▼ 

目標：82.2％（令和８年度） 

移住施策による 

中山間地域への移住世帯数 
 

現況：757 世帯（平成 30～令和３年度） 

▼ 

目標：1,000 世帯（令和５～８年度） 

再造林率 

 
 

現況：73.3％（令和３年度） 

▼ 

目標：80.0％（令和８年度） 

刑法犯認知件数 
 

現況：3,716 件（令和元～４年の平均） 

▼ 

目標：3,700 件（令和８年） 

交通事故死者数 
 

現況：34 人（令和元～４年の平均） 

▼ 

目標：31 人（令和８年） 
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プログラムⅤ 

 

力強い産業の創出・地域経済の活性化 
 

 

-118-



Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

政策１ 産業を支える多様な人材の確保・育成 

 

 

 

【概要】 
少子高齢化に伴い、今後ますます労働力人口が減少していく見通しの中、県内

産業を支える人材の確保・育成が急務となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、ＡＩ等の先端技術が急

速に進展しており、それらへの対応も求められます。 

このため、人材育成プログラム等の充実によるリスキリング1の推進をはじめ、

県内高等教育機関や企業等と連携し、技術者やデジタル人材の確保・育成を図り

ます。 

  また、販路開拓や生産性向上等を目指し、豊富な経験や専門知識を有する都市

部の人材を兼業・副業人材として活用するとともに、高度な技術等を有する外国

人の受入れ促進に取り組みます。 
 
 

【実施内容】 

１ ひなたＭＢＡ2をはじめとする研修機会の充実等によるリスキリングの推進 

２ 県内産業のデジタル化を担うＩＣＴ技術者等の確保・育成 

３ 
県内の高等教育機関・企業等との連携による技術者やデジタル人材の育成と 

県内企業への就職・就業を進める仕組みづくり 

４ 
専門知識を有する都市部のプロフェッショナル人材と 

県内企業とのマッチング支援 

５ 
海外への日本語指導者の派遣など本県での就業を希望する 

高度な知識や専門性を有する外国人材の受入れ促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 リスキリング：技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、業務上で必要とされる新しい知識やス

キルを学ぶこと。 
2 ひなたＭＢＡ：これからの宮崎をリードする産業人材を育成することを目的に、宮崎県や経済団体及び金融

機関等が実施する人材育成プログラム。 
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Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

【指標】 

 

 
1 基本情報技術者試験：IT 業界で働くにあたり習得すべき、IT に関する基礎的な知識と技能が問われる資

格試験。 

ＩＣＴ人材等とのネットワーク 

登録者数（累計） 
 

現況：64 人（令和４年度） 

▼ 

目標：250 人（令和８年度） 

プロ人材と県内企業との 

マッチング成約数（累計） 
 

現況：241 件（令和４年度） 

▼ 

目標：443 件（令和８年度） 

県の施策による外国人留学生等の 

県内就職内定者数 
 

現況：９人（令和４年度） 

▼ 

目標：20 人（令和８年度） 

県の施策による基本情報技術者 

試験¹の本県合格者数（累計） 
 

現況： － （令和４年度） 

▼ 

目標：40 人（令和８年度） 

-120-



Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

政策２ 新産業の創出と地域経済の活性化 

 

 

 

【概要】 
  変化の著しい時代にあって、本県産業がしっかりと成長を続けていくためには、

新たなイノベーションの創出や生産性の向上により、国内外での競争力強化を図

ることが重要となります。 

このため、スタートアップ企業の育成やフードビジネスの更なる振興など、新

産業の創出と成長産業の育成に取り組むとともに、県内企業の海外展開の支援や

海外拠点機能を活用した県産品の認知度向上など、世界市場への積極的な展開を

図っていきます。 

また、県内事業者のデジタル化への対応をはじめ、起業・創業のチャレンジ支

援など中小企業・小規模事業者の成長促進に取り組みます。 
 

 

重点項目１ 新産業の創出と成長産業の育成 
 

【実施内容】 

１ スタートアップ企業の育成や多様な連携による企業の新事業創出支援 

２ 脱炭素化や人口減少等の課題に対応する新技術・新製品開発支援 

３ 半導体等の先端技術産業など新たな成長産業の創出・育成 

４ 
本社機能の移転等による地域経済の活性化や 

県外企業と県内企業とのマッチング等による新たなビジネスの創出 

５ フードビジネス相談ステーションなどフードビジネス推進基盤の充実・強化 

 

 

重点項目２ 世界市場への積極的な展開 
 

【実施内容】 

１ 
ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）や輸出専門家等の知見の活用など 

県内企業の海外展開の支援 

２ 香港事務所などの海外拠点機能等を活用した県産品の認知度向上 

３ デジタルやＡＩ技術を活用した県産品の海外販路拡大 
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Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

 

重点項目３ 地域経済を支える中小企業・小規模事業者の成長促進 
 

【実施内容】 

１ 将来の県内経済をけん引する「宮崎県次世代リーディング企業1」等の育成 

２ 県内事業者のデジタル化に向けた相談体制・伴走支援体制の構築 

３ 起業・創業を希望する移住者・学生などへのチャレンジ支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指標】 

 
1 宮崎県次世代リーディング企業：新たなビジネスモデルの実現に向けて挑戦することで環境の変化に柔

軟に対応し、未来の本県経済をけん引することが期待できる企業。 

１人当たりの労働生産性※（向上率） 
 

現況：6,851.7 千円（令和元年度） 

▼ 

目標：令和元年度比 ５％増（令和６年度） 

製造品出荷額等 
 

現況：１兆 6,368 億円（令和２年） 

▼ 

目標：１兆 7,788 億円（令和６年） 

食品関連産業の付加価値額 
 

現況：3,342 億円（令和２年度） 

▼ 

目標：3,480 億円（令和６年度） 

新規開業事業所数 
 

現況：868 件（令和３年度） 

▼ 

目標：1,000 件（令和８年度） 

輸出額 
 

現況：1,961 億円（令和３年） 

▼ 

目標：2,275 億円（令和８年） 

県内経済成長率（名目） 
 

現況：-1.5％（令和元年度） 

▼ 

目標：プラス成長を維持（令和６年度） 

※県民経済計算における県内総生産を、県内就業者数（経済活動別就業者数／就業地ベース）で除したもの。 
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Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

 

政策３ 稼げる農林水産業への成長促進 
 

 

 

 

 

 

【概要】 
  世界的な人口増加や国際情勢の不安定化等により、食料やエネルギー等の安定

確保が国際的な課題となる中、本県の基幹産業である農林水産業の重要性はます

ます高まっており、地域経済を支える力強い産業への成長が求められます。 

このため、新規就業者や法人経営体といった担い手の確保・育成等に取り組む

とともに、先端技術等を活用した生産性向上・省力化、環境に配慮した生産シス

テムの構築など、持続可能な農林水産業への転換を進めます。 

  また、全国有数の食料・林業素材供給県としての強みを生かし、国内外への販

路拡大や販売力の向上に向けた取組を展開します。 

  さらには、グローバル化の進展や気候変動等に伴い、家畜伝染病や自然災害等

の様々なリスクが高まっていることから、あらゆる危機事象に負けない生産体制

の強化に取り組みます。 

 
重点項目１ 担い手の確保・育成 
 

【実施内容】 

１ 農林水産業における就業相談や就業体験の実施による新規就業者の確保 

２ 外国人、障がい者など多様な雇用人材の確保 

３ 研修内容の充実による農林水産業の高度な知識・技術力を備えた人材の育成 

４ 法人化や他産業からの農業参入の促進 
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Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

 

重点項目２ 先端技術等を活用した持続可能な農林水産業への転換 
 

【実施内容】 

１ 
農地の集積・集約化や 

ＩＣＴやＡＩ、ロボット等を活用したスマート農業の促進 

２ 
ＩＣＴ等による森林資源情報の高度化やドローン等による生産性向上などの 

スマート林業の促進 

３ 先端技術を活用した漁労作業の省力化・効率化などスマート水産業の促進 

４ 燃油や化学肥料、飼料などの海外資源に過度に依存しない農業への転換 

５ 脱炭素や有機農業など環境に優しい農業の推進 

６ 伐採から製材までの原木情報・流通ネットワークの構築 

７ 省エネ漁船への転換や人工種苗の導入などによる水産資源の持続的利用の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目３ 国内外への販路拡大・販売力の向上 
 

【実施内容】 

１ 
社会構造の変革に対応した販売力の強化と 

産地とマーケットをつなぐ物流の効率化 

２ 海外市場に対応した産地づくりの促進と輸出拠点のフル活用による輸出の推進 

３ 
建築物等の木造化・木質化による木材需要の開拓や 

高度な木材加工技術を生かした製品の輸出拡大 
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Ⅴ 力強い産業の創出・地域経済の活性化 

 

重点項目４ 危機事象に負けない生産体制の強化 
 

【実施内容】 

１ 家畜防疫・植物防疫体制の強化 

２ 災害に強く安全な生産基盤の確立と農林水産業セーフティネットの強化 

 

 

【指標】 

 
 

農林水産業の新規就業者数 
 

現況：613 人（令和３年度） 

▼ 

目標：710 人（令和７年度） 

農業産出額 
 

現況：3,478 億円（令和３年） 

▼ 

目標：3,569 億円（令和７年） 

林業産出額 
 

現況：298 億円（平成 29～令和３年の平均） 

▼ 

目標：291 億円（令和７年） 

漁業・養殖業産出額 
 

現況：425 億円（令和２年） 

▼ 

目標：533 億円（令和７年） 

農林水産物輸出額 
 

現況：174.5 億円（令和３年度） 

▼ 

目標：179.1 億円（令和８年度） 
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分 野 別 施 策 
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Ａ　人づくり

A-1 子どもを生み育てやすく、未来を担う人材を育む社会づくり

A-1-(2) 未来を切り拓く 心豊かで
        たくましい人材を育む教育の推進

施策の柱

1  子どもの育ちと子育てをやさしく包む
   社会づくり

基本的方向性

2 結婚前からのライフステージの展開に
　切れ目なく対応した支援体制づくり

3 子育てと仕事の両立の希望が叶う
  環境づくり

1  多様性を認め合い、一人ひとりを大切にする
   教育の推進

2 次代へ向けて学び続ける子供たちを育む
　教育の推進

3 ふるさとへの誇りと愛着を持ち、世界を
　視野に活躍する人材の育成

4 児童生徒の健やかな体を育む体力・
  健康づくりの推進

6 学校業務の改善と教職員の資質能力の
　向上

7 教育効果を高める体制や環境の整備・充実

A-1-(1) 「子どもの育ち」と「子育て」をみんなで
       支え、「子どもの最善の利益」が実現
       できる社会づくりの推進

分野別施策の体系

○　長期ビジョンの実現に向けて、県が着実に推進していく幅広い分野の施策について
　 ｢人づくり｣｢くらしづくり｣｢産業づくり｣の３つの側面から体系化したものです。

○　施策の具体的な展開及び数値目標等については、それぞれの部門別計画等で明らか
  にしています。

5 生涯を通じて学び、文化に親しむ
  社会づくりの推進
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A-3 一人ひとりが尊重され、共感し合い活躍できる社会づくり

A-2 文化・スポーツに親しむ社会づくり

2 同和行政の推進

1  多文化共生社会づくりの推進

2 国際交流の促進とグローバル社会で
  活躍する人づくり

A-3-(5) 人権意識の高揚と差別意識の解消 1  あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進

A-3-(4) グローバル化への対応

3 文化を活用した地域づくり

1  多様な主体によるスポーツの推進
A-2-(2) スポーツの推進

3 多様な主体の社会貢献活動への
  参加意識の醸成

4 多様な主体による協働の推進

1  あらゆる分野における女性の参画拡大

2 男女共同参画社会の実現に向けた
  基盤の整備

3 女性に対するあらゆる暴力の根絶

1  シニアパワーの活用と多様な社会参加の
　促進

A-3-(2) 高齢者が活躍する社会の推進

A-3-(3) ＮＰＯや企業、ボランティア等
        多様な主体による社会貢献活動
        の促進

2 生きがいづくりの支援

1  ボランティア活動の促進

2 ＮＰＯ活動の促進

A-3-(1) 男女共同参画社会の実現

3 スポーツによる地域活性化

4 国スポ・障スポ大会に向けた競技力向上

施策の柱 基本的方向性

2 共生社会の実現に向けたスポーツの推進

施策の柱 基本的方向性

1  文化を実感できる環境づくり

2 文化を支え、育む人づくり

A-2-(1) 文化の振興
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Ｂ　くらしづくり

7 薬物乱用防止の推進

B-1-(2) 地域共生社会づくりの推進

B-1-(3) 医療提供体制の構築・充実

5 障がい者の自立と社会参加の促進

6 医療費の適正化と国民健康保険・高齢者
　医療制度の安定的運営

4 高齢者保健福祉サービスの充実

B-1 生き生きと暮らせる健康・福祉の社会づくり

施策の柱 基本的方向性

B-1-(1) 健康づくりの推進
1  自主的な健康づくりの推進と社会全体で
　健康づくりを支える環境の整備

3 医療従事者の養成・確保

2 生活習慣病対策の推進

3 介護予防の推進

4 こころの健康づくり

1  地域共生社会の実現に向けた体制づくり

2 地域共生社会を支える多様な担い手づくり

3 ともに支え合い、助け合う地域づくり

5 感染症対策の推進

6 難病対策・臓器移植の推進

4 医療と福祉が連携した在宅医療・介護
　体制の整備

5 医薬品等の安全確保・安定供給の推進

1  地域を支える医療体制の構築

2 救急・災害医療体制の整備
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施策の柱 基本的方向性

2 生物多様性の保全

B-2-(3) 環境と調和した社会の基盤づくり
1  環境保全のために行動する人づくり

B-2 自然・環境にやさしい社会づくり

1  脱炭素社会の構築

2 循環型社会の形成

B-2-(1) 脱炭素・循環型社会への転換

B-2-(2) 良好な自然環境・生活環境の保全
1  地球環境、大気・水環境等の保全

2 環境と調和した地域・社会づくり
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B-3-(5) 持続可能な中山間地域づくり

3 くらしのゆたかさの継承

4 中山間地域の「しごと」を守り、次世代
  に引き継ぐことのできる環境づくり

3 日常生活や地域間交流を支える道づくり
  の推進

2 デジタル社会を支える情報環境の整備・
　充実

1  県民本位のデジタル・ガバメントの推進

2 豊かな自然環境と共生する持続可能な
  都市づくりの推進

B-3-(3) 持続可能な地域交通網の構築

2 新モビリティサービスの活用等による
　地域交通の最適化・効率化

3 安全・安心な生活衛生の確保

B-3-(2) 快適で人にやさしい生活・空間づくり

1  消費者の安全・安心の確保と消費者被害
　の防止

6 動物の愛護及び適正飼養の推進

2 食の安全・安心の確保

基本的方向性

1  利便性の向上等による地域交通の利用
　促進

3 良好な景観と調和した地域づくりの推進

4 豊かな住生活空間づくりの推進

5 適正な土地利用の確保

1  中山間地域を支える人材の確保・育成

2 宮崎ひなた生活圏づくり

1  人にやさしいまちづくりの推進

B-3 安心で快適に暮らせる社会づくり

施策の柱

B-3-(1) 安心で快適な生活環境の確保

B-3-(4) デジタル技術の利活用の促進
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B-4-(1) 多様化する危機事象に的確に
　　　　対応できる体制づくり

1  風水害等による被害防止・軽減に
  向けた社会資本整備等の推進

1  地域防災力の強化

施策の柱 基本的方向性

B-4 安全な暮らしが確保される社会づくり

B-4-(4) 交通事故のない社会づくり
1  交通安全意識の高揚

2 防災・減災体制の強化

3 防災関係機関の災害対応力の強化

4 感染症への対応力の強化

B-4-(2) 災害に強い県土づくり

5 家畜防疫・植物防疫体制の強化

6 迅速な復旧・復興と被災者の
　生活再建等支援

4 建設産業の担い手の確保・育成

1  犯罪の起きにくい社会づくりの推進
B-4-(3) 犯罪のない安全で安心なまちづくり

2 地震や津波等の災害発生時に備えた
　社会資本整備等の推進

3 公共施設等の総合的かつ
  計画的な管理による施設の機能維持

2 犯罪被害者等支援

2 安全で快適な交通環境の整備
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Ｃ　産業づくり

C-1 経済・交流を支える基盤の整備

施策の柱 基本的方向性

C-1-(1) みやざきの未来を切り拓く多様な
　　　　産業人材の育成・確保

1  働きやすい魅力ある職場環境づくりや
 　学び直し等の促進

2 若者の県内就職促進と離職防止

3 外国人材の活躍促進

4 デジタル人材の育成・確保の強化

5 技能者の育成・確保

4 国内外との交流を活発化させる陸海空の
　交通ネットワークの構築

5 物流網の構築と物流の効率化

C-1-(2) 広域交通・物流ネットワークの
　　　　整備・充実

3 港湾の利便性向上と利用促進

1  高規格道路ネットワークの早期形成

2 県内拠点と高規格道路を連絡する
  アクセス道路の整備推進
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1  人口減少社会に対応した生産環境の創出

2 県内経済をけん引する企業の育成

2 持続可能な林業・木材産業づくり

3 森林・林業・木材産業を担う地域・人づくり

施策の柱 基本的方向性
C-3-(1) 経済と雇用を支える企業・産業の
　　　　持続的な発展

1  中小・小規模企業の振興

3 起業・創業支援

5 商業・サービス業の振興

1  海外への展開促進

2 イノベーションの創出と
  スタートアップ企業の育成

3 成長産業の振興

4 戦略的な企業立地と定着支援

2 “農の魅力を届ける”みやざきアグリ
　フードチェーンの実現

3 “農の魅力を支える”力強い農業・農村
　の実現

1  多面的機能を持続的に発揮する豊かな
　 森林づくり

2 成長をつかむ高収益化と流通改革

C-3-(2) 競争力強化のためのチャレンジ支援

3 水産資源の最適な利用管理と
  環境保全への対応

4 成長産業化を支える漁村の基盤強化

C-3 地域に根ざした企業・産業の振興

6 事業承継・引継ぎ支援

C-2 持続可能な魅力ある農林水産業の展開

施策の柱 基本的方向性

C-2-(3) 持続的に成長する水産業の実現

C-2-(2) 持続可能な森林・林業・木材産業
　　　　の確立

C-2-(1) 持続可能な魅力ある農業の実現
1 “農の魅力を産み出す”人材の育成と
　支援体制の構築
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1  戦略的広報の強化

2 本県の認知度・魅力度向上に向けた
　積極的なプロモーションの展開

C-4-(2) 交流拡大・活性化に向けた
　　　　魅力・情報の効果的発信

4 「スポーツランドみやざき」の推進

3 外国人観光客の誘致の強化・推進

2 みやざきの強みを生かした誘客の推進

施策の柱 基本的方向性

C-4 活発な観光・交流による活力の維持・創出

1  国内外から選ばれる観光地域づくり
C-4-(1) 観光の振興
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分野

(5) 人権意識の高揚と差別意識の解消

3 一人ひとりが尊重され、
   共感し合い活躍できる
   社会づくり

2 自然・環境にやさしい
   社会づくり

(1) 脱炭素・循環型社会への転換

(4) グローバル化への対応
○みやざきグローバルプラン
○宮崎県教育振興基本計画

(2) 高齢者が活躍する社会の推進
○宮崎県高齢者保健福祉計画
○宮崎県地域福祉支援計画

主な部門別計画等

主な部門別計画等一覧

1 子どもを生み育てやすく、
   未来を担う人材を育む
   社会づくり

(2) 未来を切り拓く 心豊かで たくま
   しい人材を育む教育の推進

(1) 「子どもの育ち」と「子育て」を
    みんなで支え、「子どもの最善の
    利益」が実現できる社会づくりの
    推進

○みやざき子ども・子育て応援プラン
○宮崎県地域福祉支援計画
○宮崎県子どもの貧困対策推進計画

○宮崎県教育振興基本計画
○みやざき子ども・子育て応援プラン
○産業人財育成・確保のための取組指針

施策 施策の柱

A

人
づ
く
り

(1) 男女共同参画社会の実現
○みやざき男女共同参画プラン
○ＤＶ対策宮崎県基本計画

○みやざき社会貢献活動促進基本方針

○宮崎県人権教育・啓発推進方針
○宮崎県人権教育基本方針

○みやざき文化振興計画
○宮崎県教育振興基本計画

2 文化・スポーツに親しむ
   社会づくり

(1) 文化の振興

(2) スポーツの推進

(3) ＮＰＯや企業、ボランティア等
      多様な主体による社会貢献活動の
      促進

(2) 良好な自然環境・生活環境の保全

○宮崎県環境基本計画（宮崎県地球温暖化対策実行計画（区域
 施策編）､宮崎県気候変動適応計画､宮崎県廃棄物処理計画､宮
 崎県食品ロス削減推進計画及び宮崎県環境教育行動計画を含
 む）
○宮崎県生活排水対策総合基本計画(3) 環境と調和した社会の基盤づくり

B

く
ら
し
づ
く
り

(1) 健康づくりの推進

○健康みやざき行動計画２１
○宮崎県医療計画
○宮崎県がん対策推進計画
○宮崎県循環器病対策推進計画
○宮崎県歯科保健推進計画
○宮崎県高齢者保健福祉計画
○宮崎県自殺対策行動計画

(2) 地域共生社会づくりの推進

1 生き生きと暮らせる
   健康・福祉の社会づくり

○宮崎県地域福祉支援計画
○宮崎県高齢者保健福祉計画
○宮崎県障がい者計画
○みやざき子ども・子育て応援プラン
○宮崎県子どもの貧困対策推進計画
○宮崎県自殺対策行動計画
○宮崎県再犯防止推進計画

(3) 医療提供体制の構築・充実
○宮崎県医療計画
○宮崎県医療費適正化計画
○宮崎県国民健康保険運営方針
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分野 施策 施策の柱 主な部門別計画等

(2) 快適で人にやさしい生活・空間
      づくり

○国土利用計画（宮崎県計画）
○都市計画に関する基本方針
○宮崎県景観形成基本方針
○宮崎県沿道修景美化基本計画
○美しい宮崎づくり推進計画
○宮崎県公共事業景観形成指針
○宮崎県無電柱化推進計画
○宮崎県広域緑地計画
○宮崎県住生活基本計画
○宮崎県動物愛護管理推進計画

(3) 持続可能な地域交通網の構築
○宮崎県交通・物流ネットワーク戦略
○宮崎県新広域道路交通ビジョン・宮崎県新広域道路交通計画
○宮崎県道路の整備に関するプログラム

(4) デジタル技術の利活用の促進 ○宮崎県情報化推進計画

(5) 持続可能な中山間地域づくり

○宮崎県中山間地域振興計画
○宮崎県山村振興基本方針
○宮崎県過疎地域自立促進方針
○宮崎県離島振興計画
○大隅地域半島振興計画
○みやざき産業振興戦略
○宮崎県市町村間連携促進方針B

く
ら
し
づ
く
り

(1) 多様化する危機事象に的確に
      対応できる体制づくり

○宮崎県地域防災計画
○新・宮崎県地震減災計画
○宮崎県国土強靱化地域計画
○宮崎県公共施設等総合管理計画
○宮崎県水防計画書
○宮崎県新広域道路交通ビジョン・宮崎県新広域道路交通計画
○宮崎県道路の整備に関するプログラム
○宮崎県無電柱化推進計画
○宮崎県橋梁長寿命化修繕計画
○宮崎県建築物耐震改修促進計画
○日向灘沿岸海岸保全基本計画
○宮崎県交通・物流ネットワーク戦略

(2) 災害に強い県土づくり

○宮崎県地域防災計画
○新・宮崎県地震減災計画
○宮崎県国土強靱化地域計画
○宮崎県国民保護計画
○宮崎県業務継続計画（ＢＣＰ）
○宮崎県水防計画書
○宮崎県における感染症対策の実施に関する指針（感染症予防
 計画）
○宮崎県新型インフルエンザ等対策行動計画
○宮崎県農業・農村振興長期計画

(3) 犯罪のない安全で安心なまちづくり
○宮崎県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本方針
○宮崎県犯罪被害者等支援基本計画

(4) 交通事故のない社会づくり
○宮崎県交通安全計画
○宮崎県新広域道路交通ビジョン・宮崎県新広域道路交通計画
○宮崎県道路の整備に関するプログラム

4 安全な暮らしが確保される
   社会づくり

○宮崎県消費者教育推進計画
○宮崎県食の安全・安心推進計画

3 安心で快適に暮らせる
   社会づくり

(1) 安心で快適な生活環境の確保
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分野

3 地域に根ざした企業・産業
   の振興

○みやざき産業振興戦略
○みやざきフードビジネス振興構想
○東九州地域医療産業拠点構想
○地域未来投資促進法宮崎県基本計画
○みやざきグローバルプラン

(2) 競争力強化のためのチャレンジ支援

施策

(2) 交流拡大・活性化に向けた
   魅力・情報の効果的発信

○宮崎県観光振興計画
○みやざきグローバルプラン

施策の柱 主な部門別計画等

C

産
業
づ
く
り

(1) 経済と雇用を支える企業・産業
      の持続的な発展

1 経済・交流を支える基盤の
   整備

(1) みやざきの未来を切り拓く多様な
      産業人材の育成・確保

○みやざき産業振興戦略
○産業人財育成・確保のための取組指針
○みやざきグローバルプラン
○宮崎県情報化推進計画
○宮崎県職業能力開発計画

(2) 広域交通・物流ネットワークの
      整備・充実

○宮崎県交通・物流ネットワーク戦略
○みやざきグローバルプラン
○宮崎県新広域道路交通ビジョン・宮崎県新広域道路交通計画
○宮崎県道路の整備に関するプログラム

2 持続可能な魅力ある
   農林水産業の展開

(1) 持続可能な魅力ある農業の実現

(2) 持続可能な森林・林業・木材産業
      の確立

(3) 持続的に成長する水産業の実現

○宮崎県農業・農村振興長期計画
○宮崎県食の安全・安心推進計画
○みやざきフードビジネス振興構想

○宮崎県森林・林業長期計画

○宮崎県水産業・漁村振興長期計画
○みやざきフードビジネス振興構想

4 活発な観光・交流による
   活力の維持・創出

(1) 観光の振興
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プログラム 指標
現況

（年次）
目標

（年次）
出典等

医療満足度
44.2％

（令和４年度）
58.0％

（令和８年度）
県民意識調査
（県総合政策課）

中山間地域における常勤医師充足率
71.1%

（令和４年度）
81.1%

（令和８年度）
県医療政策課調べ

看護職員数（常勤換算数）
20,094人

（令和２年末現在）
20,564人

（令和６年末現在）
衛生行政報告例
（厚生労働省）

介護職員数
21,730人

（令和３年度）
23,339人

（令和７年度）
県長寿介護課調べ

生活保護世帯の子どもの
高等学校等進学率

91.3％
（令和３年度）

94.0％
（令和８年度）

県福祉保健課調べ

自殺死亡率
（10万人当たり自殺者数）

19.6人
（令和３年）

17.8人
（令和８年）

人口動態統計
（厚生労働省）

県内総生産（名目）
３兆7,219億円
（令和元年度）

３兆７千億円台
（令和６年度）

県民経済計算
（県統計調査課）

観光入込客数
1,013万人回
（令和３年）

1,650万人回
（令和８年）

宮崎県観光入込客統計調査
（県観光推進課）

観光消費額
1,051億円

（令和３年）
1,950億円

（令和８年）
宮崎県観光入込客統計調査
（県観光推進課）

外国人延べ宿泊者数
１万人泊

（令和３年）
36万人泊

（令和８年）
宿泊旅行統計調査
（観光庁）

県外からのキャンプ・合宿延べ参加者
数

12.9万人
（令和３年度）

25万人
（令和８年度）

県観光推進課調べ

Ⅰ
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プログラム 指標
現況

（年次）
目標

（年次）
出典等

高規格道路整備率
80.1％

（令和４年度）
81.5％

（令和８年度）
県高速道路対策局調べ

広域的な路線バスの利用者数
232.3万人

（令和４年度）
320万人

（令和８年度）
県総合交通課調べ

鉄道の平均通過人員
（日南線、吉都線）

日南線 594人
吉都線 408人
（令和２年度）

日南線 700人
吉都線 500人
（令和７年度）

九州旅客鉄道（株）

フェリー利用者数（一般旅客数）
フェリー貨物輸送量（ﾄﾗｯｸ台数）

一般旅客数 9万4,609人
ﾄﾗｯｸ台数   6万1,036台

（令和４年度）

一般旅客数 13万人
ﾄﾗｯｸ台数  7.2万台
（令和８年度）

県総合交通課調べ

宮崎空港の乗降客数
139万人

（令和３年度）
350万人

（令和８年度）
県総合交通課調べ

緊急輸送道路改良率
85.0％

（令和４年度）
85.5％

（令和８年度）
県道路建設課調べ

河川改修が必要な区間の河川整備率
50.1％

（令和３年度）
51.1％

（令和８年度）
県河川課調べ

港湾の防波堤等整備
7,816ｍ

（令和３年度）
9,648ｍ

（令和８年度）
県港湾課調べ

令和４年台風第14号災害からの
復旧率（箇所数ベース）

3.9％
（令和４年度）

100％
（令和７年度）

県環境森林部、農政水産部、
県土整備部調べ

防災士の数
6,674人

（令和４年度）
8,261人

（令和８年度）
県危機管理課調べ

災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)数
33チーム

（令和４年度）
35チーム

（令和８年度）
県医療政策課調べ

災害に対する備えをしている人の割合
57.5％

（令和４年度）
85.0％

（令和８年度）
県民意識調査
（県総合政策課）

市町村災害時受援計画の策定数
20自治体

（令和４年度）
26自治体

（令和８年度）
県危機管理課調べ

Ⅱ
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プログラム 指標
現況

（年次）
目標

（年次）
出典等

合計特殊出生率
1.64

（令和３年）
1.8台

（令和８年）
人口動態統計
（厚生労働省）

病児保育事業実施施設数
32か所

（令和４年度）
35か所

（令和８年度）
県こども政策課調べ

みやざき結婚サポートセンターを
通じた成婚数（累計）

136組
（令和４年度）

204組
（令和８年度）

県こども政策課調べ

育児休業取得率
男性 25.8％
女性 98.4％

（令和４年度）

男性　50％
女性 100％

（令和８年度）

労働条件等実態調査
（県雇用労働政策課）

全国学力調査における
全国との平均正答数の比較
（全国を100とした指数）

97.0
（令和４年度）

103.0
（令和８年度）

全国学力・学習状況調査
（文部科学省）

科学の甲子園
全国大会の順位

21位
（令和４年度）

10位以内
（令和８年度）

県高校教育課調べ

県内高校生の留学者数
（短期・長期留学）

61人
（令和４年度）

300人
（令和８年度）

県高校教育課調べ

ふるさとが好きだという
児童生徒の割合

87.8％
（令和４年度）

91.7％
（令和８年度）

みやざきの教育に関する調査
（県教育庁教育政策課）

将来の職業や生き方を考えている
中学３年生の割合

87.1％
（令和４年度）

90.0％
（令和８年度）

みやざきの教育に関する調査
（県教育庁教育政策課）

宮崎県は人権が尊重されていると
思う人の割合

46.7％
（令和４年度）

55.0％
（令和８年度）

県民意識調査
（県総合政策課）

性別によって役割を固定化すべきでな
いと考える人の割合

64.7％
（令和４年度）

75.0％
（令和８年度）

県民意識調査
（県総合政策課）

福祉施設から一般就労に移行する
障がい者数

202人
（令和３年度）

259人
（令和８年度）

県障がい福祉課調べ

国際交流関連行事・活動に
参加したことのある人の割合

14.0％
（令和４年度）

20.0％
（令和８年度）

県民意識調査
（県総合政策課）

外国人住民が暮らしやすいと
感じる割合

92.2％
（令和３年度）

100％
（令和８年度）

県国際・経済交流課調べ

特定健康診査実施率
49.9％

（令和２年度）
70.0％

（令和６年度）

特定健康診査・特定保健指導
の実施状況【都道府県一覧】
（厚生労働省）

成人の週１回以上のスポーツ実施率
50.6％

（令和４年度）
60.0％

（令和８年度）
県民意識調査
（県総合政策課）

日頃から生涯学習に
取り組んでいる人の割合

53.4％
（令和４年度）

60.0％
（令和８年度）

県民意識調査
（県総合政策課）

日頃から文化に親しむ県民の割合
70.6％

（令和４年度）
75.0％

（令和８年度）
県民意識調査
（県総合政策課）

Ⅲ
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プログラム 指標
現況

（年次）
目標

（年次）
出典等

社会動態
※前年10月1日から当年9月30日までの1年間の社会動態

全体 　　-1,072人
15～29歳 -2,434人

（令和４年）

全体 　　　　０人
　15～29歳 -2,000人台

（令和８年）
県統計調査課調べ

県内高校新卒者の県内就職割合
62.5％

（令和４年３月卒）
70.0％

（令和８年３月卒）
学校基本調査
（文部科学省）

県内大学等新卒者の県内就職割合
46.8％

（令和４年３月卒）
55.0％

（令和８年３月卒）
県産業政策課調べ

移住施策による移住世帯数
2,668世帯

(平成30～令和３年度)
4,000世帯

（令和５～８年度）
県中山間・地域政策課調べ

ふるさと宮崎人材バンクを通じた
県内就職者数

193人
（令和４年度）

260人
（令和８年度）

県雇用労働政策課調べ

自治体施策を通じた
ワーケーション受入数

374人
（令和３年度）

780人
（令和８年度）

県中山間・地域政策課調べ

これからも住み続けたいと
思う人の割合

80.6％
（令和４年度）

85％以上
（令和８年度）

県民意識調査
（県総合政策課）

新たに住民主体で取り組む
生活支援サービス等の取組数（累計）

19
（令和４年度）

27
（令和８年度）

県中山間・地域政策課調べ

行政手続電子化率
（手続き数ベース）

3.4％
（令和３年度）

70％以上
（令和８年度）

県デジタル推進課調べ

特定地域づくり事業協同組合の
設立数（累計）

２組合
（令和４年度）

７組合
（令和８年度）

県中山間・地域政策課調べ

移住施策による
中山間地域への移住世帯数

757世帯
(平成30～令和３年度)

1,000世帯
（令和５～８年度）

県中山間・地域政策課調べ

温室効果ガス排出量の削減率
（対平成25年度比）

28.3％
（令和元年度）

38.2％
（令和６年度）

県環境森林課調べ

電力消費量に占める
再生可能エネルギー電力量割合

60.0％
（令和３年度）

82.2％
（令和８年度）

県環境森林課調べ

再造林率
73.3％

（令和３年度）
80.0％

（令和８年度）
県森林経営課調べ

刑法犯認知件数
3,716件

(令和元～４年の平均)
3,700件

（令和８年）
県警察本部調べ

交通事故死者数
34人

(令和元～４年の平均)
31人

（令和８年）
県警察本部調べ

Ⅳ
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プログラム 指標
現況

（年次）
目標

（年次）
出典等

ICT人材等とのネットワーク
登録者数（累計）

64人
（令和４年度）

250人
（令和８年度）

県企業振興課調べ

県の施策による基本情報技術者
試験の本県合格者数（累計）

-
（令和４年度）

40人
（令和８年度）

県企業振興課調べ

プロ人材と県内企業との
マッチング成約数（累計）

241件
（令和４年度）

443件
（令和８年度）

県商工政策課調べ

県の施策による外国人留学生等の
県内就職内定者数

９人
（令和４年度）

20人
（令和８年度）

県雇用労働政策課調べ

県内経済成長率（名目）
-1.5％

（令和元年度）
プラス成長を維持
（令和６年度）

県民経済計算
（県統計調査課）

１人当たりの労働生産性（向上率）
※県民経済計算における県内総生産を、県内就業者数（経
済活動別就業者数／就業地ベース）で除したもの

6,851.7千円
（令和元年度）

令和元年度比 ５％増
（令和６年度）

県統計調査課調べ

製造品出荷額等
１兆6,368億円
（令和２年）

１兆7,788億円
（令和６年）

工業統計調査
（経済産業省）

食品関連産業の付加価値額
3,342億円

（令和２年度）
3,480億円

（令和６年度）
県産業政策課調べ

新規開業事業所数
868件

（令和３年度）
1,000件

（令和８年度）
県商工政策課調べ

輸出額
1,961億円

（令和３年）
2,275億円

（令和８年）
貿易企業実体調査
（県国際・経済交流課）

農林水産業の新規就業者数
613人

（令和３年度）
710人

（令和７年度）

県担い手農地対策課、
山村・木材振興課、水産政策
課調べ

農業産出額
3,478億円

（令和３年）
3,569億円

（令和７年）
生産農業所得統計
（農林水産省）

漁業・養殖業産出額
425億円

（令和２年）
533億円

（令和７年）
海面漁業生産統計
（農林水産省）

林業産出額
298億円

(平成29～令和３年の平均)

291億円
（令和７年）

生産林業所得統計
（農林水産省）

農林水産物輸出額
174.5億円

（令和３年度）
179.1億円

（令和８年度）
県農業流通ブランド課、
山村・木材振興課調べ

Ⅴ
　
力
強
い
産
業
の
創
出
・
地
域
経
済
の
活
性
化
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策 定 経 過 

年 月 日 事   項 

令和３年 

  ７月 ７日 

 

 

  ８月 ４日 

 

 

 

 １０月 ５日 

   ～１１日 

 

 

 １０月１１日 

～１１月１４日 

 

 １１月 ６日 

   ～１３日 

 

 

 １１月１０日 

 

 

令和４年 

  ４月２５日 

 

 

 

４月２５日 

 

 

  ５月 ９日 

 ～６月 ８日 

 

  ５月２６日 

 

 

  ６月 ２日 

 

 

  ６月 ５日 

 

 

 

第１回総合計画審議会 

・総合計画の策定について諮問 

 

第２回総合計画審議会 

・長期ビジョンの見直しについて審議（時代の潮流と論点） 

・専門部会の設置 

 

地域別市町村会議（７地区） 

・総合計画の策定について 

・地域の課題と将来像等について意見交換 

 

総合計画策定のための県民アンケート調査 

 

 

若者との意見交換会（計３回） 

・時代の潮流等を踏まえた地域課題の解決や、ありたい宮崎の

実現に向けた意見交換（ワークショップ） 

 

第３回総合計画審議会・第１回専門部会 

・有識者セミナーの開催 

・長期ビジョンの策定に向けた主な論点について審議 

 

第４回総合計画審議会・第２回専門部会合同会議 

・今後の社会変化について 

・長期ビジョン（素案）について審議 

 

宮崎県・市町村連携推進会議総会 

・長期ビジョン（素案）について意見交換 

 

「長期ビジョン（素案）」に係るパブリック・コメント 

 

 

知事とのふれあいフォーラム（分野版）【農林水産業】 

・意見交換「これからの農林水産業について」 

 

知事とのふれあいフォーラム（分野版）【商工・観光業】 

・意見交換「ポストコロナの商工・観光業について」 

 

知事とのふれあいフォーラム（分野版）【大学生・若手社会人】 

・ワークショップ「実現したい未来を考える」 
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年 月 日 事   項 

７月 ５日 

   ～２０日 

 

  ７月 ６日 

 

 

  ７月２６日 

 

  ８月 ８日 

 

 

  ９月 ２日 

 

  ９月２２日 

 

令和５年 

  １月２１日 

 

 

 

  １月３０日 

 

 

  ３月２９日 

 

 

  ４月 ３日 

 ～５月 ２日 

 

５月 ８日 

 

 

５月１８日 

 

 

６月 ２日 

 

６月 ９日 

 

６月２８日 

第５回総合計画審議会（書面審議） 

・長期ビジョン（答申案）について審議 

 

知事と「みやざき女性の活躍推進会議」との意見交換 

・意見交換「宮崎県の女性活躍推進」 

 

「長期ビジョン」に係る答申 

 

第６回総合計画審議会・第３回専門部会 

・アクションプランの策定について審議 

 

９月県議会定例会「長期ビジョン」議案提案 

 

「長期ビジョン」の議決 

 

 

アクションプランの策定に向けた大学生との意見交換 

・ワークショップ「自分の幸せ（楽しさ）を宮崎の中でもっと 

高めるためには」 

 

第４回専門部会 

・アクションプラン骨子（案）について審議 

 

第７回総合計画審議会・第５回専門部会合同会議 

・アクションプラン（素案）について審議 

 

「アクションプラン（素案）」に係るパブリック・コメント 

 

 

宮崎県・市町村連携推進会議総会 

・アクションプラン（素案）について意見交換 

 

第８回総合計画審議会 

・アクションプラン（答申案）について審議 

 

「アクションプラン」に係る答申 

 

６月県議会定例会「アクションプラン」議案提案 

 

「アクションプラン」の議決 
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○写
２０１１０－１１５８

令 和 ３ 年 ７ 月 ７ 日

宮崎県総合計画審議会会長 殿

宮崎県知事 河野 俊嗣

政策評価及び宮崎県総合計画の策定について（諮問）

現行の県総合計画「未来みやざき創造プラン」（令和元年改定）は、将来

を展望した「長期ビジョン」と４年間の施策展開を示した「アクションプラ

ン」で構成されており、本県はこの計画に基づいて県政を推進しております。

しかしながら、人口減少・少子高齢化の急速な進行や世界的に猛威を振る

っている新型コロナウイルス感染症により、様々な社会変容が生じているこ

とから、「長期ビジョン」の見直しを行った上で、新たな「アクションプラ

ン」を策定することとなりますので、今後の県政運営の指針となる次期総合

計画の策定及びその推進に関する次の事項について、貴審議会に諮問いたし

ます。

記

１ アクションプラン『新しい「ゆたかさ」前進プログラム』に係る政策評

価について

２ 次期宮崎県総合計画の策定について

（文書取扱 総合政策課）

諮 問 書
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○写
宮 総 審 － ３

令和４年７月２６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣 殿

宮崎県総合計画審議会

会 長 佐 藤 貢

宮崎県総合計画「長期ビジョン」の策定について（答申）

令和３年７月７日に当審議会に対して諮問のありました次期宮崎県総

合計画の策定について、令和２２年（２０４０年）を展望した目指す将

来像やその実現に向けた方向性等を明らかにする「長期ビジョン」を別

冊のとおり答申いたします。

県においては、この答申に基づいて、速やかに「長期ビジョン」の策

定を行うとともに、このビジョンを実現するため４か年計画となる「ア

クションプラン」の策定に着手されるよう要望いたします。

答 申 書
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○写
宮 総 審 － ２

令和５年６月２日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣 殿

宮崎県総合計画審議会

会 長 佐 藤 貢

宮崎県総合計画「アクションプラン」の策定について（答

申）

令和３年７月７日に当審議会に対して諮問のありました次期宮崎県総

合計画の策定について、長期ビジョンを実現するための４か年の実行計

画となる「アクションプラン」を別冊のとおり答申いたします。

県においては、この答申に基づいて、県議会に提案する「アクション

プラン」の速やかな決定と、「アクションプラン」に掲げる施策の着実

な推進を要望いたします。

答 申 書
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宮崎県総合計画審議会（宮崎県地方創生推進懇話会）委員名簿 

 

（令和５年６月２日現在：五十音順、敬称略）  

区 分 氏  名 役    職    名 備 考 

学識 

経験者 

 加納 ひろみ   KIGURUMI.BIZ 株式会社代表取締役  

 河野 雅行  公益社団法人宮崎県医師会会長  

 楠元 洋子  社会福祉法人キャンバスの会理事長  

 鮫島 浩 国立大学法人宮崎大学学長  

 杉田 浩二  一般社団法人宮崎県銀行協会会長  

 平 奈緒美  元 西諸地区森林組合副組合長  

 出口 近士  国立大学法人宮崎大学地域資源創成学部特別教授  

 中川 育江  日本労働組合総連合会宮崎県連合会会長  

 中川 美香  株式会社宮崎日日新聞社報道部長兼論説委員  

 長友 宮子  株式会社ナチュラルビー代表取締役  

 難波 裕扶子  株式会社シンク・オブ・アザーズ代表取締役  

 西片 奈保子  国立大学法人宮崎大学研究・産学地域連携推進機構特別助教  

 福良 公一  宮崎県農業協同組合中央会代表理事会長  

藤本 格 公益財団法人宮崎県スポーツ協会専務理事  

松本 祐子 宮崎県ＰＴＡ連合会副会長  

 宮本 綾  宮崎人権擁護委員協議会人権擁護委員  

 米良 充典 
 一般社団法人宮崎県商工会議所連合会会頭 

 公益財団法人宮崎県観光協会会長 
 

 渡邊 俊隆  宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長  

市町村 

代表 

 池田 宜永  宮崎県市長会会長  

 佐藤 貢  宮崎県町村会会長 会長 
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宮崎県総合計画審議会 専門部会（「人」づくり部会）名簿 

 

（令和５年６月２日現在：五十音順、敬称略）  

区 分 氏  名 役    職    名 備 考 

委員 

 加納 ひろみ   KIGURUMI.BIZ 株式会社代表取締役  

 佐藤 貢 宮崎県町村会会長  

 鮫島 浩  国立大学法人宮崎大学学長  

藤本 格 公益財団法人宮崎県スポーツ協会専務理事 部会長 

松本 祐子 宮崎県ＰＴＡ連合会副会長  

 宮本 綾 宮崎人権擁護委員協議会人権擁護委員  

 米良 充典 
 一般社団法人宮崎県商工会議所連合会会頭 

 公益財団法人宮崎県観光協会会長 

 

 

専門委員 

 ウォーカー・ロイド 
宮崎国際大学副学長（地域連携・地域貢献担当）

兼地域連携センター長 
 

甲斐 圭子 特定非営利活動法人らしく理事長  

中村 千寿 
公益財団法人宮崎県立芸術劇場事務局長 

兼企画広報課長 
副部会長 
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宮崎県総合計画審議会 専門部会（「くらし」づくり部会）名簿 

 

（令和５年６月２日現在：五十音順、敬称略）  

区 分 氏  名 役    職    名 備 考 

委員 

 河野 雅行  公益社団法人宮崎県医師会会長  

 楠元 洋子  社会福祉法人キャンバスの会理事長  

 出口 近士  国立大学法人宮崎大学地域資源創成学部特別教授 部会長 

 中川 美香  株式会社宮崎日日新聞社報道部長兼論説委員 副部会長 

 長友 宮子  株式会社ナチュラルビー代表取締役  

 難波 裕扶子  株式会社シンク・オブ・アザーズ代表取締役  

専門委員 

 朝倉 脩二 都城市庄内地区まちづくり協議会事務局長  

 岩田 大志  延岡市島浦町地域おこし協力隊  

 大井 尚司  国立大学法人大分大学経済学部門教授  

 平井 泉  宮崎県防災士ネットワーク理事長  
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宮崎県総合計画審議会 専門部会（「産業」づくり部会）名簿 

 

（令和５年６月２日現在：五十音順、敬称略）  

区 分 氏  名 役    職    名 備 考 

委員 

 池田 宜永  宮崎県市長会会長  

杉田 浩二 一般社団法人宮崎県銀行協会会長  

平 奈緒美 元 西諸地区森林組合副組合長  

 中川 育江 日本労働組合総連合会宮崎県連合会会長  

 西片 奈保子 
 国立大学法人宮崎大学研究・産学地域連携推進機構

特別助教 
部会長 

 福良 公一  宮崎県農業協同組合中央会代表理事会長  

 渡邊 俊隆  宮交ホールディングス株式会社代表取締役社長  

専門委員 

 井上 英幸  一般社団法人九州テレコム振興センター主席研究員  

 西岡 賢祐  国立大学法人宮崎大学工学部教授  

 柚木崎 千鶴子 
 公益財団法人宮崎県産業振興機構 

フードビジネス相談ステーション長 
副部会長 
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